
1 

 

第７次小田原市総合計画第１期実行計画の策定に対する市民意見の募集結果について 

 

１ 意見募集の概要 

政策等の題名 第７次小田原市総合計画第１期実行計画の策定 

政策等の案の公表の日 令和７年９月 12 日(金) 

意見提出期間 令和７年９月 12 日(金)から令和７年 10 月 14 日(火)まで 

市民への周知方法 意見募集要項の配布（市内公共施設、ホームページ、企

画政策課窓口） 

２ 結果の概要 

  提出された意見は、次のとおりです。 

意見数（意見提出者数） 162 件 （18 人） 

 インターネット            12 人 

 ファクシミリ            ２人 

 郵送            ２人 

 直接持参            ２人 
 

無効な意見提出            ０人 

３ 提出意見の内容 

  パブリックコメントで提出された意見の内容とそれに対する市の考え方は、次の

とおりです。 

 〈総括表〉 

区分 意見の考慮の結果 件  数 

Ａ 意見を踏まえ、政策等に反映したもの ５ 

Ｂ 意見の趣旨が既に政策等に反映されているもの 50 

Ｃ 今後の検討のために参考とするもの 34 

Ｄ その他（質問など） 73 

 

  



2 

 

 〈具体的な内容〉 

（１）第７次小田原市総合計画第１期実行計画全体に関すること 

№ 意見の内容（要旨） 
区

分 

市の考え方 

（政策案との差異

を含む。） 

１ 基本計画とはいえ、今までもやってますという姿勢が

明らかで、具体策も無く、何を施策するのか？ 

イメージのみで事業提案が皆無の為、意見さえ出来な

い状況です 

しかも訴える事業はあたかも対応済みと受け取られ、

その狙うところと新たな施策、その予算策定や3年間で

やっていく進行計画も無い 

おそらく誰も意見を出さないかと思います 

まるで計画が有る後は無償でやれと言っているようだ 

どの様に落とし込む、落とし込めるのかが楽しみです 

Ｄ 実行計画の具体化

を図り、市民の皆

様に納得いただけ

る形で事業提案や

進行方針を示して

いくよう努めてま

いります。 

２ 実行計画としながらも、内容は「プロセス」の記述中

心で間違いはないが定性的・網羅的である。また行政

施策でどちらかというとセーフティーネットが中心と

なっているが、予算を含めて重みづけのわかるように

「数字」や「重点」「エリア」などのわかる具体的な

記述があるべきで、実行計画として単年度・３年間の

予算、財政（PL、BS 的なもの）を明示しないと議論が

深まらす善し悪しが分からない。 

また、本来は各施策内の個々の「主な取組」に対する

施策後の「定量的評価」を市の部門への「事業評価」

「進行管理」とすべきである。実行した定性的な項目

のみを評価するのでなく、予め評価指標を具体的に設

定すべきである。 

この地域は市内の端に位置するが、トップダウン施策

も織り込んだ小田原を成長させる「夢」のある実行計

画も期待したい。 

Ｂ 当該期間中の財政

収支の見通しにつ

いては、次年度の

予算編成とあわせ

て算定し、実行計

画の公表とあわせ

て市ホームページ

でお示ししたいと

考えております。 

また、施策ごとの

進捗に加え、主な

取 組 等 （ 個 別 事

業）の具体な進捗

が図れるよう評価

指標を設定してま

いります。 
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いただいたご意見

を参考に、市民の

皆様とともに地域

の発展に取り組ん

でまいります。 
 

３ 

 

 

 
 

小田原市の現状分析では、結果をⓐ小田原市の魅力と

か強みは何か？ⓑ小田原市の弱みとか改善すべき点は

何か と誰にも分かり易くまとめてほしい。 

Ｂ 現状分析について

は、序論の「時代

の潮流と小田原市

の現状」において

本市の強みや課題

等を整理するとと

もに、「市民アン

ケート調査結果」

を通じて、市民の

感じる本市の良い

点や住みやすさな

どのデータを示す

ことで現状に対す

る認識の整理とし

ています。 
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４ 実行計画では、あまり使われない感覚的な言葉が多い

為、覚悟が感じられない。(必達の覚悟) 

Ｃ 実行計画の表現を

より明確にするよ

う 努 め る と と も

に、計画の実行性

を高めることがで

きるよう進めてま

いります。 

５ フォーマットが統一されてよくまとまっている。 

序論が少々長い。 

言葉も差し障りがなく、サウンド、耳への響きは良

い。 

反面、総花的で、これは絶対とか、この期の大きな特

徴はこれだというものがとらえられない。 

「多様な主体」の言葉がなじめない。 

誤字は発見されなかった。 

Ｃ 「 多 様 な 主 体 」

は、行政活動に関

わる人々や団体の

総称として用いて

お り 、 具 体 的 に

は、市民の皆様、

地 域 の 団 体 や 企

業、さらには行政

機関など、それぞ

れ異なる立場や役

割を持った方たち

のことを指してい

ます。 

ご指摘を踏まえて

実行計画の具体化

を図り、市民の皆

様にご理解いただ

ける形でお示しで

きるよう努めてま

いります。 

６ 実行計画の内容が大括りでザックリとしているので、

市民はどの様な意見を書いてよいかわからないのでは

ないか。もっと具体的な内容を記述すべき。例えば市

民が関心があるのは、この 3 年間に自分の学区の校舎

Ｂ 実行計画は市政運

営全般にかかる取

組の方向性を示す

ため大枠の内容と
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は補修してもらえるのかとか。自分の家の前の道路の

穴ぼこは直してもらえるのかなど、身近な取組みでは

ないか。計画なので、具体的に示して、市民に問題は

ないか、漏れはないかなどの意見をもらうべきではな

いか。 

また、事業費の規模も良否の判断材料になるととも

に、市民にもコスト意識を持ってもらうため、「主な

取組」の詳細な内容の各年度ごとの事業費を市民へ明

らかにすべき。 

なっていますが、

各分野の具体的な

取組は、個別計画

等で整理し、必要

に応じて市民の皆

様への説明等を行

っていきます。 

また、事業費につ

いては、施策ごと

に概算事業費をお

示しし、市民の皆

様にご理解いただ

けるよう努めてま

いります。 
 

７ あえて苦言を呈したいと思うが、実行計画の具体的な

内容が明確でないので関係課へ問合せをしたが、実行

計画の存在やパブコメを実施している事すら知らない

職員が多数いた。また質問をしても答えられない、4月

に異動してきたのでわからない、何回問合せをしても

担当職員が不在で、他の職員では質問を受付けない。

こちらが真面目に質問をしても見下されたような対応

も取られたなど、小田原市職員の対応に愕然とした。

回答がすぐできなければ「確認するので時間下さい」

などと対応するのではないでしょうか。 

Ｄ いただいたご指摘

を重く受け止め、

情報共有の徹底や

市民対応の改善に

努 め て ま い り ま

す。今後は、迅速

かつ丁寧な対応を

心掛け、信頼され

る市政運営を目指

してまいります。 

８ この実行計画の法的もしくは条例の根拠は何になるの

か教えてほしい。 

Ｄ 2011 年の地方自治

法改正により、総

合計画の策定は義

務ではなくなりま

したが、本市で

は、市の将来像を

描いた基本構想を
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実現するため、そ

の具体的な施策を

体系化した「実行

計画」を策定して

おります。なお、

基本構想の策定に

ついては、「小田

原市議会の議決す

べき事件に関する

条例」において市

議会の議決すべき

ものに定められて

います。 

９ 今後３年間の財政の見通しを明らかにしないと良否の

判断ができない。今後３年間の財政の見通しを市民へ

提示すべき。 

Ｂ 当該期間中の財政

収支の見通しにつ

いては、次年度の

予算編成とあわせ

て算定し、実行計

画の公表とあわせ

て市ホームページ

でお示ししたいと

考えております。 

 

10 近年観光客を増やすためと思われる事業に予算をつけ

ているが、本来市民から徴収した税金は、市民の生活

を豊かにするために使用されるべきである。観光客に

対する事業に予算をつけるのであれば、効果を把握す

るため、個々の事業が税収増につながったか検証すべ

きである。税収での検証ができないのであれば、他の

指標を設定し、事業を実施すべき。 

Ｃ 観光関連事業にお

ける事業効果の検

証については、入

込観光客数や観光

消費総額等の指標

の設定を考えてお

ります。 
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（２）「序論」に関すること 

№ 意見の内容（要旨） 
区

分 

市の考え方 

（政策案との差異

を含む。） 

１ 「序論 策定趣旨」を読むと、コロナ禍の影響による

以前とは異なる社会環境と言っているが、そうであれ

ば前回の加藤市政から、どのような変更が加えられた

のか、前任時と今回の違いに焦点を当てた説明を要望

する。 

Ｄ 序論の「時代の潮

流と小田原市の現

状」でお示しした

とおり、本市を取

り巻く現在の社会

環境は、新型コロ

ナウイルス感染症

の影響に加え様々

な地域課題の深刻

化により、第 5 次

総合計画時から変

化しております。

第 7 次総合計画で

は、こうした課題

群の解決を図るた

め、人口構造の変

化を正面から受け

止めつつ、デジタ

ル技術の活用促進

や地域コミュニテ

ィの再構築などの

取組を進めてまい

ります。 

２ 「時代の潮流と小田原市の現状 人口減少と少子高齢化

の進行」について全国区的な傾向を小田原市に当ては

め、論じているが、人口集中の進む首都圏にある東京

都や神奈川県において、全国的な傾向を必然の前提と

Ｂ ご指摘のとおり、

人口減少の拡大ト

レンドを抑制する

上でも、出生増や
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することはて妥当ではない。過去データは必ずしも将

来予測として万能ではなく、人口予測にしても、例え

ば開成町では近年の都市計画、住宅開発により特異な

人口増や人口維持の予測がされている。また藤沢市で

はファミリー層の転入により小学校が大規模化してい

ると聞く。確かに、現状からの向う３年間では人口増

や子供の数の増加を想定することは難しいかもしれな

いが、また全市的にはそのような事態とはならないか

もしれないが、市内で局所的、連鎖的な再開発があれ

ば小田原市においても藤沢市と同様の事態が発生する

可能性はある。実際に小田原駅徒歩圏での２８０戸の

マンション分譲、南町で同時期に売り出された５０戸

程度の宅地分譲などの事例がある。特に若年層、ファ

ミリー層については受け入れ態勢の不足によって人口

増の機会を見逃すことがあってはならず、その受け入

れを可能とする代替案を想定しているのか説明を求め

る。 

社会増を図る取組

は重要と捉えてい

ます。本市では、

安心して子どもを

産み育てることが

できる環境整備や

子ども施策の全庁

的な推進、小田原

暮らしの魅力を訴

求した移住定住促

進等を進めていき

たいと考えており

ます。 

 

３ ２ページに記載した ３、時代の潮流と小田原市の現状

で述べた 11 項目と 10～13 ページの基本構想の項目が

整合しておらず、それにより、基本構想の根拠が暧昧

になる。 

対応策案 

時代の潮流と小田原市の現状の 11 項目と、総合計画を

整合させ、その項目に優先順位を設定する。 

30 項目を、並べるのでは無く、14 ページの図に準じて

大項目、中項目、小項目と整理し優先順位を設定す

る。 

 

時代の潮流と小田原市の現状と基本構想の不整合 

(6) デジタル化の進展 

(7) こどもを取り巻く環境の変化と対応 

Ｂ 第１期実行計画の

策 定 に あ た っ て

は、「時代の潮流

と 小 田 原 市 の 現

状」の 11 項目と基

本構想との整合性

を意識しながら取

組を整理いたしま

した。 

また、施策の優先

順位については、

市が取り組むべき

重要な分野は多岐

に渡ることから、
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(10) まちの老朽化への対応、の３点が基本構想にな

く、逆に基本構想の ４， イ多彩な文化が息づき、市

民が誇りと愛着の持てるまちが、時代の潮流と小田原

市の現状には記載が無い。 

等しく取り組むこ

とで将来都市像の

実現を目指したい

と考え、このよう

な表現としており

ます。なお、その

時々の社会状況な

どに応じて注力し

なくてはならない

取組は変わってく

ることから、優先

すべき案件をしっ

かりと見定め、適

時適切に判断し対

応 し て ま い り ま

す。 

４ アンケートの全体の内容とその結果が不明なので、ア

ンケートの用紙と全体の結果をＨＰへ掲載すべき。 

また、エクセルなどにデータが整理されているのであ

れば、オリジナルデータもＨＰへ掲載してほしい。 

Ｂ 市民アンケート調

査の内容及び結果

については、報告

書を市ホームペー

ジ へ 掲 載 し ま し

た。オリジナルデ

ータの掲載につき

ましては、公表用

として整理する際

の事務負担を総合

的に考慮し、現行

の報告書形式での

対応とさせていた

だいております。 

５ 折角のアンケート、更に有意義な結果となるべく年齢 Ｂ 市民アンケート調
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別、男女別の解析の必要がある。 査の内容及び結果

については、報告

書を市ホームペー

ジ へ 掲 載 し ま し

た。年齢別、男女

別の項目について

もお示しいたしま

した。 

６ 市民アンケートの回収母集団 1,505 人（回収率 50%）と

のことだが、世代・職業・エリアなど層別の特徴・傾

向はないのか、あれば明示願いたい。「小田原市」と

いうことで一括りに捉えているが、変化が大きく速く

多様性の時代にあってそれぞれのニーズは異なるもの

と思われ、細やかな施策に繋がるように願いたい。 

また、施策への満足度・重要度のマトリクスを根拠に

して施策に繋げているが、例えば満足度低い・重要度

低いなどに位置づけられた根拠データが希薄で納得性

に乏しい。アンケートだけでないトップダウン施策が

あって良い。 

Ｃ 世代・職業・エリ

アなどの属性別分

析 は 実 施 し て お

り、今後もこれら

の多様なニーズに

対応するための施

策を検討してまい

ります。ご指摘い

ただいた満足度・

重要度の分析につ

いても、根拠デー

タを整理したいと

考えております。

ご意見を踏まえ、

今後の施策展開の

参考とさせていた

だきます。 
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（３）「基本構想」に関すること 

№ 意見の内容（要旨） 
区

分 

市の考え方 

（政策案との差異を

含む。） 

１ 将来都市像は、小田原市内定住の日本人(帰化人と在

日外国人を除く)が笑顔で暮らせる、安心安全な小田

原市へ改める。 

理由 

〇将来都市像の最後に書かれている小田原の範囲がわ

からない。 

〇イスラム教徒・ロシア共産党・中国共産党・北朝

鮮・ヒンドゥ教徒、他外国人の正義と日本人の正義は

異なる。 
 

Ｄ 将来都市像「誰もが

笑顔で暮らせる、愛

すべきふるさと小田

原」は、市民一人ひ

とりのいのちを大切

にし、にぎわいと活

力があふれ、幸せを

感じながら安心して

暮らし続けることが

できる持続可能なま

ちを目指して掲げた

もので、本市にお住

いのすべての市民を

対象としております

ので、ご理解くださ

い。 
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（４）「第 1 期実行計画の枠組み」に関すること 

№ 意見の内容（要旨） 
区

分 

市の考え方 

（政策案との差異を

含む。） 

１ 重要業績目標達成指標とされる KGI が示されている

が、その多くが市民による主観的な評価をサンプル

で調査、集計した数値であり、客観的な測定による

ものとは言い難い。それ以外のものも３、４年程度

の実行計画による業績が有意に影響すると思われな

い項目、実行計画ではない外部要因への依存が大き

い項目がほとんどで、基本計画、実行計画の KGI とし

て適当とは思われない。また評価が増か減かの方向

性だけで、インパクトの測定、誤差の判断や傾向・

変動の分析を伴わなければ、意味が非常に限定的(ほ

ぼ無意味）との認識があるのか確認したい。ただ

し、KGI と呼ぶかどうかは別にして、多くの他の自治

体でも同様な目標設定と評価が行われていることは

理解しているので、小田原市に期待するのは、他の

自治体と違っていても、むしろ独自により有効な KGI

を模索するか、KGI にこだわることを止めて活動量で

量る成果目標だけを設定するような方法への転向を

期待する。施策ごとにいくつかの成果目標が示され

ているが、これらは既存のルーティン業務の目標や

営業目標的なものと思われる。新規の取組にこそ成

果目標の設定が必要を要望する。 

Ｃ いただいたご意見や

他自治体の取組を参

考にしつつ、総合計

画審議会の答申を踏

まえ、指標のあり方

をはじめ事業の有効

性や妥当性等を点検

し、事業の着実な実

施と継続的な改善を

図ることができるよ

うな仕組みを検討し

てまいります。 

２ KGI や成果目標が次期以降の実行計画にも引き継がれ

る予定であるか、基準値をどのように更新するのか

も確認したい。またアンケート調査については実行

計画期間中に何回行うのか、初回は無作為抽出によ

る調査の対象を次回以降一部でも固定してコーホー

ト分析を行うのか、年齢層の分布や年齢層ごとの集

Ｄ KGI や成果目標につ

いては、基本的に第

２期実行計画に引き

継ぐことを考えてい

ますが、施策の取組

内容が変わる場合や
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計をおこなうのか、などのより有意な統計、分析が

可能となり得る手法についても説明を要望する。 

取組の進捗をより測

ることができる指標

がある場合等、一部

指標が変更されるこ

とも想定されます。

また、市民アンケー

ト調査は、第２期実

行計画の策定を踏ま

え、次回は令和 10

年度を予定していま

すが具体の内容は決

まっておりません。 

３ 実行計画の進行管理の「基準値」の評価軸が主観

的、概念的であり（同一人への継続評価をするの

か？）、20 年先を目指す取り組みの方向性を評価し

ていく尺度として、客観性に乏しいものもあると思

え将来評価に耐えうるものなのか？（行政が用いる

一般的な手法なのか？） 

Ｄ 実行計画の進行管理

において、主観的指

標だけでなく客観的

指標も取り入れ、信

頼性や透明性を確保

したいと考えており

ますが、事業の有効

性や妥当性等を点検

し、事業の着実な実

施と継続的な改善を

図ることができるよ

う、総合計画審議会

の答申を踏まえ、指

標のあり方をはじめ

評価検証の仕組みを

検 討 し て ま い り ま

す。 

４ 30 項目が大きなテーマに上げた題目と整合して居ら

ず、優先順位が読み取れない 

Ｄ 30 項目の施策につ

いては、基本構想で



14 

 

30 項目のそれぞれに増減が設定されているが、基本

構想で述べられている大きな項目の実施に向けた優

先順位が読み取れない。 

示したまちづくりの

目標と整合性を持た

せるよう整理してお

ります。また、 KPI

基準値の設定に基づ

き、施策の進捗管理

を 行 っ て ま い り ま

す。 

施策の優先順位につ

いては、市が取り組

むべき重要な分野は

多 岐 に 渡 る こ と か

ら、等しく取り組む

ことで将来都市像の

実現を目指したいと

考え、このような表

現としております。 

５ まちづくりの目標ボックス内、豊かな資源の  …  

「産業の育ち」を資源だけに頼るべきではない。資

源に頼らない産業もあり、特に工業、サービスな

ど、広く興し呼び込むことも必要で、豊かな資源

と、あるいは資源や  …  という表現が望ましい。 

Ｄ ご指摘のように、産

業の発展には資源だ

け に 頼 る の で は な

く、工業やサービス

など幅広い分野を育

てる取り組みが重要

であることは認識し

ております。ここで

は、特に本市の豊か

な地域資源を活用し

た産業の発展に焦点

を当てており、その

意図を明確にするた

めに「豊かな資源の
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基に」という表現と

しております。 

６ 施策 30 種類の９と 10 などは併合にしてもよいので

は。網羅し、目標を掲げることは大変良いことだと

思うが、実現性への疑問を感じる。しかし掲げた以

上、市民の期待に応え、完遂を願う。（重要度の高

いものを確実に実現させて市民に報いるべきとも考

えるが、全てを完遂できるのならその方がよい） 

Ｄ 施策９と施策 10 に

ついては、それぞれ

の目指す姿の実現に

向け、詳細施策に設

定した取組を進めて

まいります。 

７ D, C, A の期間設定が機械的すぎる。C は D と重ねた

りし、C を短縮し、D を伸長すべき。C の結果の大ま

かな公表時期や、概略評価項目が今から計画されて

いると更に良い。 

Ｄ PDCA サイクルにお

ける各期間設定につ

いては、柔軟な対応

が重要であると認識

しております。具体

の方法については、

総合計画審議会の答

申を踏まえ、効率的

かつ効果的な運用を

目 指 し て ま い り ま

す。 

８ 表の「基準値」の何らかの説明が欲しい。曖昧なま

ま読み進めない。 

Ａ 基準値については、

資料編の指標一覧に

おいて、目標設定の

理由を記載いたしま

した。 
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９ ２(1）～(5）に示されている基準値の出典や根拠が

不明なので、妥当性が判断できない。根拠を一覧表

などに整理し、市民へ提示すべき。 

Ａ 基準値については、

資料編の指標一覧に

おいて、目標設定の

理由を記載いたしま

した。なお、出典に

ついては、令和７年

10 月 16 日開催令和

７年度第４回小田原

市総合計画審議会の

資料３（まちづくり

の 目 標 ・ 指 標

（ KGI）一覧）にお

いて整理をしており

ます。 

10 「本計画における施策や事業の進行管理」におい

て、「分野別市民会議」の活用を提案します。 

○進行管理における課題 

数値目標が設定されている場合は把握が容易。 

一方、数値化が困難な事業については、定性的な評

価手法の導入が不可欠。 

事業が長期に渡る場合、外部環境の影響もあり、見

直しが定期的に必要。 

○「分野別市民会議」の意義 

市民参加型の行政を進めるうえで、行政の透明性、

適切な情報開示が必要。 

市民自身がかかわることで、地域課題に対する当事

者意識の醸成を図る。 

各参加者が自分の現場に持ち帰り、日常の活動にも

活かすことが可能。 

モニタリング機能を実施することで、進捗管理に対

し行政・市民による確認が可能。 

Ｃ ご意見を踏まえ、今

後の施策展開の参考

とさせていただきま

す。 
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進捗状況が可視化され、成果に基づく予算配分への

期待がされる。 

11 ２(5）４ 交通事故件数の目標の方向性が減になって

いるが、P18 以降の施策・詳細施策の内容では事故件

数が減少すると思えないし、たとえ減少してもその

理由が論理的に説明できない。よって４ 事故件数は

削除した方が良いと思う。 

Ｄ 行政や関係機関が交

通安全に関する啓発

のソフト面の取り組

みや道路整備などの

効果について、体感

的なものではなく、

客観的に実数として

評価できるものとし

て 設 定 し て お り ま

す。 
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（５）「施策・詳細施策」に関すること 

№ 意見の内容（要旨） 
区

分 

市の考え方 

（政策案との差異を

含む。） 

１ 「地域医療」と「都市基盤」の交差する例に限らず、

施策・詳細施策間の関連性、プラス、あるいはマイナ

スで働く相乗効果が明らかにされていないのは実行計

画策定における考慮不足か、あるいは説明資料への記

載不足か確認したい。 

Ｄ ご指摘のとおり、施

策間や詳細施策間で

関連性のある取組は

多数あると認識して

おります。本実行計

画では、施策ごとに

どのような取組を行

うのかという視点で

記載しており、特に

個別の施策だけで捉

えきれない、テーマ

ごとに施策を横断し

ていくことが想定さ

れる取組は「協働プ

ロジェクト」として

整理しております。  

２ 施策は、総花的で分かりにくいので、ⓐ最重点施策ⓑ

重点施策ⓒ施策に分けて、プライオリティーを明確に

した方が分かり易い。 

Ｄ 施策の優先順位につ

いては、市が取り組

むべき重要な分野は

多 岐 に 渡 る こ と か

ら、等しく取り組む

ことで将来都市像の

実現を目指したいと

考え、このような表

現としております。

なお、その時々の社

会状況などに応じて
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注力しなくてはなら

ない取組は変わって

くることから、優先

すべき案件をしっか

りと見定め、適時適

切に判断し対応して

まいります。 

３ 目標管理に於いてはⓐ基準値に対して、目標値設定の

考え方ⓑ目標値に対して、実績値が未達の時の評価方

法を明確にすべきであると思う。又、目標の方向性な

ど、目標値を見れば分かるので、不要と思われる。 

Ｃ 総合計画審議会の答

申を踏まえ評価検証

の仕組みを検討し、

分かりやすい形で進

捗状況をお伝えでき

るよう努めてまいり

ます。また、目標値

の 方 向 性 に つ い て

も、総合計画審議会

の答申における意見

を取り入れ、視覚的

に見やすく印象がつ

かみやすい「矢印」

を使うなど、ビジュ

アル面での工夫をい

たしました。 

４ 目指す姿は、20 年後の姿なのか、2028 年の終わりな

のか。 

注）曖昧なアイテムをそのままにして読み進むと、

後々の章で考えの判断が定まらない場合がある。基準

値も同じ。 

目指す姿、ここでは将来の理想的なものを述べている

と思われるので、また姿という静止した様子,様相、

状態、市民生活など、そして姿という名詞で定義され

Ｃ 施策の目指す姿につ

いては、第１期実行

計画の終了年次であ

る 2028 年度末の達

成を目指し設定して

おります。市民の皆

様に目指す姿が達成

できている状態をお
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ているので、最後の現在形や動詞で締めくくられてい

ることに違和感がある。 

示しするため、現在

形での文末表現とい

たしました。 

５ 各施策の成果目標の基準値 

基準値の出典や根拠が不明なので、妥当性が判断でき

ない。一覧表などに整理し、市民へ提出すべき。 

各施策の成果目標の目標値 

目標値の考え方が不明なので、妥当性が判断できな

い。考え方を簡単にまとめ、一覧表などで、市民に提

示すべき。 

Ａ 基準値については、

資料編の指標一覧に

おいて、目標設定の

理由を記載いたしま

した。 

６ 「主な取組」の具体的な個所、詳細な内容、各年度ご

との事業費が示されていないので、市役所が、具体的

に何を行うか不明なので一覧表などに整理して市民へ

提示すべき。 

直近のＲ８からの施策なので箇所、内容は整理されて

いると思うし、事業費も視野に入れて整理していなけ

れば、この実行計画は絵空事の計画になると思う。議

会の予算が通っていないは、次の段階の作業になるの

で、提示しない理由には、ならないと思う。 

Ｂ 実行計画において、

計画期間における施

策別の単年度ごとの

予算については、お

示しする予定です。 

７ 「主な取組」の担当部署が不明確なので、問合せがで

きない。よって担当部署を一覧表などに整理して市民

に提示すべき。 

Ａ 各施策について、関

連部局を記載いたし

ました。 

８ 成果目標 3  生活保護利用者の就労支援事業対象者

に於ける就労決定率 

①上記対象者とは自ら就労希望している者と言う認識

で良いか？ 

②その場合そこに含まれる者は高齢者や障害者も含ま

れるのか？ 

③基準値 34.8％目標値 50.0％は約 1.5 倍となるが、

対象者の詳細を精査した上での設定となっているの

Ｄ ①就労可能で就労支

援を必要としている

生活保護利用者（就

労を希望している生

活 保 護 利 用 者 も 含

む）を対象に、就労

支援を実施しており

ます。 
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か？ ②高齢者、傷病者、

障がい者は、就労が

困難である場合が多

いため、原則対象と

しておりません。 

③国は、就労支援事

業における就労決定

率を 50％に設定し

ており、現状の就労

決定率を踏まえて、

国と同様に令和 10

年度に 50％を達成

できるよう、年５％

の伸びを想定した目

標値としました。 

９ 認知症への世間の理解を高めるため、わかりやすく親

しみやすい動画などで説明、認知症への対応のしかた

などを若年層にも広める必要があると思う。市民に正

しい知識を知らせてほしい。 

Ｄ 幅広い世代に対して

認知症の正しい理解

を広めるため「認知

症サポーター養成講

座」を年間を通じて

各地区で実施してい

るほか、企業等から

の依頼に応じて適宜

講座を開催していま

す。また、１市３町

と専門職が年２回認

知症の正しい理解の

普及活動も行ってい

ます。引き続き正し

い認知症の理解につ

いての普及に努めて
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まいります。 

10 「成果目標」を達成したとしても「目指す姿」を獲得

できない。また「現状と課題」にあげられている内容

と合致していない。「成果目標」の変更が必要 

Ｄ 施策１ 地域福祉の

成果目標１・２につ

いて 

地域住民がともに支

え合い、誰もが安心

して暮らし続けられ

る地域社会づくりを

進める上で、支え合

いの意識を地域住民

に醸成し、活動を実

践する担い手を拡充

する取組を総合的に

推進することが必要

であると考えていま

す。成果目標には、

こうした観点から象

徴的である取組に関

連して、民生委員の

充足と、地区ケアタ

ウン活動事業の実践

に係る指標を掲げて

います。 

施策１ 地域福祉の

成果目標３について 

・「成果目標」にあ

る生活保護利用者へ

の就労支援事業は、

「目指す姿」の複雑
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な困りごとや生きづ

らさを抱える人に対

する支援の一つとし

て考えております。 

・「現状と課題」に

あるように、生活保

護利用世帯は微増傾

向にありますが、生

活保護制度はセーフ

ティネットとして機

能する一方で、利用

者の自立支援も重要

で あ り 、 「 成 果 目

標」の就労支援事業

は生活保護利用者に

経済的な自立を促す

ことで安定した生活

を送ることにつなが

る と 考 え て お り ま

す。 

施策 ３ 障がい福祉

について 

成 果 目 標 に つ い て

は、「目指す姿」の

実現に向けて、課題

を解決するための指

標として設定してお

ります。 

１ 本市では、障が

い者の自己決定を支

える相談支援体制が
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重要であると考えて

おり、「障がい者総

合相談支援センター

への相談人数」の増

加を目指し、相談機

能の充実を図ってま

いります。 

２ 地域社会におけ

る障がい者への理解

は十分とはいえない

ため、「普及啓発イ

ベントの参加者数」

の増加を目指すこと

で、障がい者や障が

いに対する理解の促

進を図るものです。 

３ より多くの障が

い者が必要な障がい

サービスを選択でき

るよう、サービスの

調整役である「計画

相 談 支 援 の 利 用 者

数」の増加を目指し

ています。 

４ 障がい者の自立

を促進するため、福

祉的就労～一般就労

へのステップアップ

に向けて、「訓練等

給付を経て就職した
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人数」の増加を目指

しております。 
 

11 関連する個別計画 

第９期おだわら高齢者福祉介護計画 

訪問型サービス･通所型サービスの提供 

 

第９期おだわら高齢者福祉介護計画に於いては、訪問

介護の名称は見当たらないが、第４章（３） 

在宅医療・介護連携の推進が関連する項目と思われる

が目標値等は見当たらないので確認したい。 

①計画は既に実施されているはずだが、国による昨年

度の訪問介護報酬の改定に伴って市内の訪問介護事業

者の事業所数や就業者数に減少傾向など事業を困難に

させ利用者に不便を強いる傾向の有無の把握はあるの

か？ 

②またそのような事態は既に全国規模である (2025年

上半期には、訪問介護事業者の倒産件数が過去最多を

更新：検索結果)のでこれを含めた上での”訪問型サ

ービス”の提供になっているのか？ 

③そもそも論だが、成果目標にそれを読み取れる項目

がないのは国の政策であるからか？ 

だとしたら、目指す姿の冒頭に”国の政策に基づい

て”等但し書きを入れないと施策が抽象的で不十分と

いう印象を市民に与えてしまわないか？ 

Ｄ 本市では、訪問介護

事業者を含むすべて

の介護サービス事業

者の状況把握に努め

ております。市が行

った調査では、６割

以上の事業者が人員

確保の課題を感じて

いることを踏まえ、

引き続き注視してま

いります。また、訪

問介護・訪問型サー

ビスを含め、自立支

援・重度化防止を目

的とした適切なサー

ビス提供により、要

支援・要介護認定結

果の維持改善を目指

します。そのため、

個々のサービスの数

値目標は設定してお

りません。今後の訪

問介護・訪問型サー

ビスの提供量は、第

10 期おだわら高齢

者福祉介護計画にて

見 込 ん で ま い り ま

す。 
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12 事業をより多くの分野に広げ…大変良いと思う。時に

は市民からの希望を、家族を含めて聞き取りを行った

らどうだろうか。お父さんはあれが得意、すごいもの

を作っているなど、新しい分野が開拓できるかもしれ

ない。 

Ｃ ご意見を踏まえ今後

の施策展開の参考と

さ せ て い た だ き ま

す。 

13  10 月号広報おだわら、の障がい者の総数について 

市内には障がい者手帳(身体知的精神)を所持する人が

令和 7 年 8 月 1 日時点で約 1 万人おり、とありますが

インターネットによると 2022 年 4 月では精神障がい

保健福祉手帳の交付を受けている方は 1,554 人とあり

ました。また自立支援医療を受給している方は 3,066

人いると書かれていました。この様に医療の一助にな

る自立支援医療は使うが精神障がい保健福祉手帳のサ

ービスに魅力を感じず、むしろ悪い言い方をすればレ

ッテル張りになる手帳はいらないという方が多いので

はないかと推察されます。どうか小田原市におかれま

しても、誰も取り残される事のないマチを実現させる

ために精神障がい保健福祉手帳の所持者の増加とその

障がいの人数に見合ったサービスの展開をお願いしま

す。 

Ｄ 精神障害者保健福祉

手帳の取得について

は、手帳が必要な方

の申請につながるよ

うに、引き続き、手

帳所持による優遇措

置等も含め、周知、

啓 発 を 図 る と と も

に、手帳所持者の人

数に関わらず、必要

なサービスの提供と

必要な方にサービス

がつながるような支

援に努めてまいりま

す。 

14 本市の計画相談の利用率は...県内他市と比較して低

いため専門性の高い福祉人材の育成が必要です。とあ

りますが先日インターネット上で計画支援相談員の給

与の水準が他の福祉介護職比べて安い、とありまし

た。小田原市として人材確保のため福利厚生を小田原

市職員と同等にするとかして人材確保の策をたてては

Ｄ 計画相談支援事業所

の採算性の確保が課

題 と さ れ て い る た

め、国の報酬改定の

動向を注視し、必要

に応じて報酬単価の
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いかがでしょうか？また報酬単価を改定して頂けるよ

う国に要望して下さい。 

改定について、国へ

要望を行ってまいり

ます。 

また、計画相談支援

の業務量と報酬のバ

ラ ン ス が 取 れ る よ

う、自立支援協議会

を通じて実務上の課

題を整理し、各種加

算の請求や事業所規

模の拡充を支援いた

します。 

15 成果目標 

①障がい者総合相談支援センターへの相談人数 

クローバーはいつ電話してもお話し中です。電話当番

について職員さんに尋ねたところ一人で対応している

とのことでした。今の時代はインターネットで調べ良

い印象を得られたら、まず電話するのではないでしょ

うか？相談人数を増加させるには電話対応する相談員

の増加が必要です。どうか人数を増やして下さい。 

②普及啓発イベントの参加者数 

普及啓発イベントは近年ハルネや三の丸ホールで行わ

れていますが財政当局と相談の上、複数年にわたり予

算を基金のように貯めて、著名人を招いて市民が気軽

に参加出来る講演会を行われてはいかがでしょうか？

お願いします。 

Ｃ ①クローバーへの相

談件数は増加傾向に

あるため、相談支援

の質の向上を目的と

した業務改善に取り

組んでいます。その

効果の検証も含め、

相談体制の見直しを

今後も進めてまいり

ます。 

②普及啓発イベント

実施に係る費用につ

いては、必要な予算

措置を講じているこ

とから、現時点では

基金の設立は不要と

考えております。い

ただいたご意見は、

今後事業を実施する
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際の参考とさせてい

ただきます。 

16 障がい者手当等の給付と医療費助成とありますが、県

内他市町村のサービスの内容をみますと精神障がい者

手当を支給している自治体から多々あります。また医

療費助成も県基準より進んだ形で支給している自治体

もあります。どうか小田原市においても重度の障がい

者だけでなく中度軽度の障がい者へも助成をして下さ

い。 

Ｃ 本市独自の手当とし

ては障がいがある児

童の保護者の方を対

象としたものを実施

しております。医療

費助成は、県基準よ

り対象を一部拡大し

て 助 成 し て い ま す

が、いただいたご意

見を今後の事業の参

考にさせていただき

ます。 

17 現在、多くの自治体では精神障がい者保健福祉手帳１

級のみが医療費助成の対象であり、２級も対象とする

自治体は限られています。小田原市においても、ぜひ

精神障がい者保健福祉手帳 2 級を助成対象に加えてい

ただきたいです。 

神奈川県内では藤沢市、鎌倉市、相模原市、海老名

市、二宮町、大磯町が２級を対象としています。県外

ですが近隣の静岡県長泉町でも同様の制度がありま

す。助成対象を拡大することは、移住希望者にとって

小田原市の魅力を高める要因になると考えます。 

特に長泉町は、三島駅から新幹線で東京へアクセスで

きる利便性を持ち、現在も人口増加傾向にある注目の

自治体です。小田原市も東京に近いという強みを持っ

ていますが、行政サービスの差によっては移住希望者

が長泉町を選び、小田原市が機会を失う可能性があり

ます。小田原市の持続的な発展のためにも、ぜひご検

Ｃ 医 療 費 助 成 に つ い

て、ご意見を参考に

させていただき、持

続可能な制度運営に

努めてまいります。 
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討をお願いしたいです。 

18 スポーツレクリエーションの場の提供とありますが、

協力して頂ける事業所と取り組み３か月に一度程度、

場を設けて頂けないでしょうか？当事者をスタッフの

様な立場に入れ会を行えば市役所に相談に来るだけの

様に思われる当事者の新たな一面が市役所職員に理解

され、新たな施策につながると思います。 

Ｃ 地域の障がい児者の

社会参加の促進や障

がい者理解を深める

ため、障がいのある

人もない人も誰でも

気軽に参加できるス

ポーツ・レクリエー

ション事業を実施し

ています。いただい

たご意見は、今後事

業を実施する際の参

考とさせていただき

ます。 

19 医療費負担を減らすため、わかりやすい動画などで若

年層にも親しめる、予防医療を広めてほしい。その必

要性の定着をさせてほしい。 

Ｂ 病気にならないよう

に予防し、健康づく

りをすることや病気

の早期治療、重症化

を防ぎ、健康寿命の

延 伸 の た め に 、 健

診、がん検診、健康

教育や健康相談等の

各 事 業 に つ い て 、

様々な媒体を通じて

周知を図っているほ

か、ホームページで

運動の取組を勧める

動画を掲載していま

す 。 ご 意 見 を 参 考

に、今後も周知に努

めてまいります。 
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20 「成果目標」にある 5 一般介護予防事業への参加者

数を延べ数にしない。多くの市民に参加してもらうこ

とが望ましいため、個人の数を目標にするべき。 

Ｂ 数か月単位で実施し

ている事業もあり、

１回でも多く参加す

ることが介護予防に

つながることから、

延べ参加者数を目標

値にしています。多

くの高齢者に参加し

てもらうために、実

参加人数把握に努め

てまいります。 

21 地域の子どもから高齢者までの健康増進施策として、

以下提案します。 

時間帯を分けて高齢者向け水中運動と児童向け自由遊

泳を実施し、PTA と連携することで人的・財政的負担

の抑制も可能です。世代間交流の場としても機能し、

地域のつながりと健康促進を両立できる施策として、

実行計画への盛り込みを要望します。 

Ｃ ご意見を踏まえ、今

後の施策展開の参考

とさせていただきま

す。 

22 主な取組に母子家庭等の自立支援とあるが、母子家庭

においては政府統計や各種機関調査で相対貧困率が

40%を超えて、母親の W ワークや子供への貧困の連鎖

が明確化されている。障害者や出産に対しては補助制

度があるが･母子家庭には収入への控除や児童手当の

ような間接的な援助はあるものの直接的な援助がな

い。金銭援助や食料物品支給など制度としては地方自

治体の方が融通が利くはずである。実施不可であるな

ら、小田原市に於ける母子世帯数と想定できる補助に

必要な予算の大まかな数字とそれが支出不可能な理由

を教えてほしい。 

Ｂ ひとり親家庭等への

経済的支援として、

児童扶養手当支給事

業、ひとり親家庭等

医療費助成事業を実

施しております。 
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23 成果目標３ 病院事業の経常収支比率 基準値 112.1%

目標値 90.0％ 

地方公営事業法の全部適用によって達成される効果を

検証し･効果が不十分である場合は…とあるが、目標

値が絶対視され独立行政法人化等に於けるデメリット

を対象外にする理由付けになってしまう事を防ぐため

の検証方法を明示して頂きたい。 

今年市立病院に入院した際、看護師間の患者データの

申し伝えが正確に成されていないことが複数回あり、

退院時に本人に伝達される必須事項まで伝えられず、

退院後に電話連絡が来たという不始末を経験した身と

しては、現時点でのアウトソーシング等による前記問

題が独立法人化による効率化からの弊害を発生させる

危惧を拭えないからであります。 

Ｄ 経営形態の検討は、

公設公営を維持した

上で、地方公営企業

法の全部適用に移行

した効果や各経営形

態の利点・欠点など

も含めて検討する必

要があることから、

有識者、医療関係者

な ど を 委 員 と し た

「あり方検討会」を

新たに設置すること

で、専門家の意見も

踏まえ、多角的な視

点をもって、必要な

検証を行っていくこ

ととします。 

24 ３年間の実行計画であるから、その期間に大きな影響

を及ぼす新病院建設資金の 37 億円起債漏れ(借り忘

れ)についてコメントする。 

医師始め優秀な病院スタッフの確保や不採算医療の継

続のためには資金的な余裕が絶対に必要となるが、そ

の観点から新病院建設の原資に充てるはずだった企業

債３７億円起債漏れの善後策を具体的に特筆すべきと

考える。「令和７年８月８日 厚生文教常任委員会報

告事項資料 病院事業の企業債事務への対応について 

経営管理課 参考資料２－３ 小田原市病院事業の収

支シミュレーション」を見ると、毎年 12 億円から 20

億円の一般会計繰出金を受け入れてもなお、資金保有

額が令和６年度末の 10,366 百万円から令和 14 年度末

には 2,770 百万円と 76 億円も減少する見込みとなっ

Ｄ シミュレーションに

おける企業債の借入

れは、借入利率が上

昇 し て い る こ と か

ら、自己資金の保有

状況を踏まえ、新た

な借入金額をできる

限り抑制して、企業

債利息の将来の経営

への影響を可能な限

り軽減する必要があ

ります。 

新たな借入の抑制や

企業債償還金の影響
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ている。減価償却費を除いた毎年の医療経費が 150 億

円規模、うち人件費が 80 億円を大きく超える病院に

とって、2,770 百万円の手元資金は決して潤沢とは言

えず、月次経費３か月分にも不足し、パンデミックや

災害等非常事態に対処できないおそれがある。非常事

態においては、もし事後的に国からの補てんや救済が

あったとしても、一時的には手元資金でやり繰りする

必要がある。 

等により、一時的に

資金保有額が減少し

て厳しい状況となり

ますが、シミュレー

ションを必要の都度

見直して資金保有額

の状況を的確に把握

し、必要な対策を講

じてまいります。 

25 厚生文教常任委員会報告事項資料では 37 億円を予定

通り借り入れていた場合の支払利息と交付金受取りの

計算を示している。その場合、37 億円の手元資金も

手つかずに残り運用されたはずであるが、無税の受取

利息の計算は、意図的かどうか知らないが、無視して

いる。地方公共団体金融機構の HP で確認できる借り

入れ条件を参考に 29 年返済、５年間元本据え置きの

残元本推移を計算すると、10 年後でも 30 億円の残高

があり、したがって 37 億円のうち 30 億円は 10 年国

債などによる運用、残り７億円は６か月から 10 年ま

での定期預金で運用できる。最初の 10 年だけでも 5

億円程度の受取利息を得られた計算となる。運用を考

慮に入れれば借り忘れで少なくとも３億円の損をした

計算となるが、その認識を確認したい。 

Ｄ 企業債の借入れは、

借入利率が上昇して

いることから、自己

資金の保有状況を踏

まえ、新たな借入金

額をできる限り抑制

して、企業債利息の

将来の経営への影響

を可能な限り軽減す

る必要があります。 

シミュレーションに

おいて、 37 億円の

保有資金は、開院後

数年における企業債

償還に充てる必要が

あり、当初から資金

運用において高額か

つ長期の投資を行う

予定はありませんで

した。 
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26 上記は自己資金が充分にあるため、結果として不要な

借り入れを回避できたという行政側の説明をあえて信

じた楽観的なシナリオでの試算であり、実際には毎年

多額の一般会計からの繰入れを必要としており、 10

年持たずに穴埋めの借り入れが必要となる可能性も相

当に高いと考えられる。その場合は、交付金受取りを

控除すれば実質 0.5％にも満たない低利の 29年企業債

の代わりに、交付金措置のない通常企業債や銀行借り

入れに頼ることになる。より高利であり、借り換え、

再借り入れの手間もかかるため病院経営の負担とな

る。新病院が軌道に乗らなければならない 10 年程度

のうちに別の借り入れが必要となる可能性について説

明を要望する。 

Ｄ 企業債の対象は地方

財政法等により限定

されており、原則と

して病院建設等の建

設事業費が対象とさ

れています。 

シミュレーションに

おいて、建設事業費

を対象とした企業債

以外に借入れを行う

予定はありません。 

27 病院がその医療機関としての機能を最大限に発揮する

ためには周辺の道路整備を含むインフラが整っていな

ければならないと考える。神奈川県道 74 号小田原山

北線の病院から市役所周辺にかけて区間に渋滞の発生

することも多く、（医療の重要性が増す非常事態でも

ある）水害により規制される道路もある。さらに城山

多古線のトンネルが完成すると交通量が増加して渋滞

が悪化すると想定できる。周辺の道路整備の必要性を

調査するために、現状で同区間を経由する利用者に対

してアンケートを実施し、出発点と目的地を確認し、

その出発点、目的地付近の住民にトンネル完成後の利

用の意向を調査すべきと考える。そしてアンケート結

果を分析して富士見大橋右岸付近から青橋付近までの

道路整備を検討、計画、実施する必要があると考え

る。74 号線の拡幅やバイパス、病院より北側や小田

原駅西口、少年院跡地付近で交通を分散させる整備

(鉄道路線のオーバーパス、アンダーパス、排水設備

整備を含む)や広域農道小田原南足柄線との接続整備

Ｄ 新病院建設事業を進

めるにあたっては、

城山多古線開通後の

交通量や開院後の来

院者の交通量を踏ま

えた交通協議を行っ

ており、幅員 12ｍ

の接続道路の新設、

県道 74 号小田原山

北線の右折レーン長

の延長、十分な駐車

台数の確保などの対

策を行なうこととし

ています。 
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も必要となる可能性があると考える。地域医療の課題

としてこのような周辺道路整備や渋滞対策が認識され

ているのか、説明を要望する。 

28 ジェンダーだけではなく、障がい者、高齢者もここに

明記する。多様性とは性別や外国人のみではない。 

Ｂ 人権施策推進指針に

基づいて各所管で取

り組んでおり、指針

に障がい者、高齢者

についても明記され

ているため、今後も

様々な立場の方が自

分らしく生きられる

よう努力してまいり

ます。 

29 小田原市は日本非核宣言自治体協議会の一員なので、

国に核兵器廃絶署名と批准をするように訴えてほし

い。 

  

Ｄ 本市は、日本非核宣

言自治体協議会及び

世界平和首長会議に

加 盟 し て い ま す の

で、国への核兵器廃

絶に関する署名や批

准 の 要 請 に つ い て

は、当該団体の中で

行ってまいります。

な お 、 本 市 は 今 後

も、非核・平和都市

としての立場を堅持

し、平和の尊さを次

世代へ伝えていく取

組 を 継 続 す る こ と

で、平和施策を推進

してまいります。 
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30 平和施策の推進は、小施策でなく当ページの図の中に

「平和の希求」などの策で是非組み込んでいただきた

い。76 年の生活の中で強く感じることは、平和は最

重要であり、それは人間の集団、共生に関する基本的

なことである。平和が崩れると市民生活は大きく乱

れ、このような実行計画は水泡に帰す 

Ｃ 今後の実行計画の推

進にあたっては、市

民の皆様が安心して

暮らせるまちづくり

の基盤として、平和

の理念を引き続き大

切 に し て ま い り ま

す。 

い た だ い た ご 意 見

は、今後の施策の検

討にあたって参考と

さ せ て い た だ き ま

す。 

31 成果目標１ 環境活動支援事業の実施件数（単年）に

ついて 

・今年で 5 年目の継続事業であることから、成果目標

１は事業件数ではなく、事業成果を数値化して(環境

面・経済面・社会面における向上などを)、設定して

はと考えます。 

Ｄ 環 境 活 動 支 援 事 業

は、おだわら環境志

民ネットワークが取

り組む事業の一環で

あり、個人会員や団

体など実施主体によ

り事業規模が異なる

ことに加え、事業成

果も実施事業に応じ

て異なるため、統一

数値化は難しいと考

え て お り ま す 。 ま

た、新たな取組を支

援することによる担

い手の育成が必要と

さ れ て い る こ と か

ら、成果指標を事業

件数としています。 
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32 成果目標４ 森里川海ブランド認定品の出店回数（単

年）について 

・成果目標４は出店回数ではなく、出店による本来の

目的の成果を数値化して(知られているまたは注目さ

れていることの指標として、市内外での認知度、来場

者数、など）設定してはと考えます。 

Ｄ 事業者により出店の

場やその内容につい

ては様々であること

から出店回数を設定

したものです。 

33 「まちづくりの目標 地域循環共生圏の構築 将来に

わたり自然環境の恵みがあふれ、暮らしや営みと調和

するまち」として「本市の地域資源である森里川海が

オールインワンとなった豊かな自然環境を守り育て生

かすため、「エネルギーの自給」や「自然環境の保

全」を目指した取組を多様な主体と連携しながら進め

ていきます」とあるが、あえて外来語で表現したオー

ルインワンという用語が誤用、もしくは適当でないた

め表現を変更すべきと考える。「自然共生  目指す

姿」にある「森里川海がオールインワンとなった豊か

な自然環境やその魅力が市内外の人々に伝わり、自然

環境は良好な状態が保たれていま」についても同様。 

上記の文章を試しにいくつかの自動翻訳で英訳してみ

たが、出来の良い翻訳でオールインワンを all in 

one、あるいは all-in-one としたものはなかった。

出来の悪い翻訳で all in one と訳したケースもあっ

たが英語として文意が取れるものではなかった。公文

書に安易にカタカナ英語を使い、かつそれが誤用や不

適切である場合は校正すべきと考える。外来語の使用

は、それに相当する確立した日本語がない場合、例え

ばガバナンスなど、に限定すべきと考えるが、なぜ

「森里川海がオールインワン」という表現に固執する

のか説明を要望する。なお、環境省 HP でオールイン

ワンという言葉を検索すると、本来の多機能という定

義から外れた用例の検索結果は小田原市の作文由来の

Ｄ 森・里・川・海とい

う豊かな自然環境を

本市ではひとまとま

り と し て 有 し て い

る、小田原の特徴を

イメージしやすくす

るため、オールイン

ワンという表現をし

ております。 
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ものしかないため、環境省の「森里川海プロジェク

ト」で一般的に使われている用語ではなく、小田原市

独自の用語と確認できる。 

34 環境が経済に優先するという考え方を支持します。小

田原市がネイチャーポジティブに指定されることを目

指して共に頑張りましょう。 

Ｄ 「環境が経済に優先

する」旨の記述はあ

りませんが、貴重な

ご意見として承りま

す。 

35 小八幡 4 丁目の道路は、たばこの吸い殻が捨てられて

いる日数が多い。歩行者、運転者への啓蒙の何かが欲

しい。 

Ｂ 環境保護課窓口にて

美化啓発看板を無償

貸与しておりますの

で 、 ご 活 用 く だ さ

い。 

36 各成果目標について、進捗状況を、半年ごとなど、ホ

ームページで見える化することを希望します。 

Ｂ 成果目標には、国が

年に１回公表する統

計情報も含まれるた

め、進捗状況更新の

頻度を高めることは

難しいですが、毎年

度 の 取 組 結 果 は 、

「小田原市気候変動

対策推進計画年次報

告書」により市 HP

で公表しています。 

37 脱炭素に向けた施策、取組について、市民の賛同を広

げるため、市民向けの説明会を、頻繁に(年 4 回とか)

開催することを提案します。 

Ｃ ご意見を踏まえ、今

後の施策展開の参考

とさせていただきま

す。 
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38 脱炭素に向けた市民との情報交換のため、脱炭素のメ

ディア(SNS)立上げなどを提案します。 

Ｂ 既存媒体としておだ

わら環境メールニュ

ースがありますが、

ご意見として承りま

す。 

39 米、野菜、エネルギーの地産地消は良い取り組みで是

非実現してほしい。地元のガス会社と協力してのエネ

ルギーの地産地消は独創的です。すでに取り組みが始

まっていて期待します。 

Ｂ 地元の事業者を中心

とする官民連携によ

り、エネルギーの地

産地消を推進してま

いります。 

40 主な取組 

・成果目標２ 市内の再生可能エネルギー導入量（累

計）を、市民の力で確実に達成するためには、市民ひ

とり一人の普及啓発と賛同が必要と考えます。 

既に普及啓発活動が複数行われていることは知ってい

ますが、さらに、広く市民目線での継続的な普及啓発

が必要と考えます。 

省エネ・再エネを、家庭・事業所・農地などで実践し

ている市民が広く集まり、市内各地域で、頻繁に(毎

月でも)、普及啓発のための情報交換の場を行うこと

を提案します。 

Ｃ ご意見を踏まえ、今

後の施策展開の参考

とさせていただきま

す。 

41 国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金には、小田原

駅東口エリアと同駅に近い生活拠点である久野地区生

活拠点エリアを対象とする「脱炭素先行地域」向けだ

けでなく、「重点対策加速化事業」向けがあり、なか

でも地域共生型（裨益型）事業の補助金を受けたソー

ラーシェアリングについては電力地産地消プラットフ

ォーム(エリアエネルギーマネジメント会社など)に、

補助金支給要件に従って、組み込まれるべきこと、そ

して現状では補助金のみ先行して支給されたが電力地

産地消プラットフォームが未稼働であるため、地域共

Ｄ 重点対策加速化事業

の補助金を交付した

ソーラーシェアリン

グについては、公共

施設又は農林水産関

連施設で消費するこ

とが過去の国要件と

なっており、その要

件は充足されている

ものと承知しており
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生型に課せられる売電条件が充足されていないことを

確認したい。 

ます。なお、その際

には、電力地産地消

プラットフォームへ

の売電は、市の補助

要件とはしておりま

せん。 

42 対象事業間での流用が認められているにもかかわら

ず、対象事業者が限定され、地域共生のための売電条

件も満たしていないソーラーシェアリングについては

常時受付中、多くの応募者がある家庭用自家消費型太

陽光発電設備については一時受付中止になるなど、環

境部の対応として事業者を優先し、消費者を劣後させ

ていることへの説明を求める。 

Ｄ ご指摘の重点対策加

速化事業費補助金は

国 交 付 金 事 業 で あ

り、国に採択された

事業計画に沿って実

施する必要がありま

す。家庭用自家消費

型太陽光発電の受付

一 時 中 止 に つ い て

は、本年度途中に事

業計画件数以上の申

請があり、交付金の

事 業 間 調 整 で は な

く、件数を増加する

内容の事業計画の変

更について、国から

許可を得るまで受付

を停止せざるを得な

かったものです。 
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43 地域脱炭素を所管する環境部は、地域共生という美名

を用いてはいるが、実のところ売電事業者のための仕

事をしているのではないか、一般市民を含む地域の電

力消費者のための仕事をしていないのではないか、そ

して電力価格の設定において典型的な、両者の利害が

対立する場合においても売電事業者を優先しているの

ではないかという懸念に説明を求める。ただし自家消

費を主たる目的とする再エネ発電設備については大き

な利害の対立は想定していない。 

Ｄ 市目標に掲げる地産

再エネの拡大のため

には、発電者の利益

が確保される環境整

備が重要ですが、電

力地産地消プラット

フォームの運営に当

たっては、電力需要

家を含めた全体最適

の確保も重要と考え

ております。 

44 電力地産地消プラットフォーム（エリアエネルギーマ

ネジメント会社など）は「脱炭素先行地域」に特有の

ものでなく、「重点対策加速化事業」の地域共生・地

域裨益型事業であるソーラーシェアリングの補助金交

付要件のとされていたと理解する。実際には補助金の

交付が先行し、エリアエネルギーマネジメント会社の

指定が大幅に遅れた理由を確認したい。そしてその遅

れにより実施要領の交付要件「同一市区町村内の需要

家で消費できずに売電する場合は、売電により得られ

た収入は、本事業で導入した設備等の維持管理・更新

のための費用に充てること」の対象となった売電収入

とその費用充当の状況について確認したい。またエリ

アエネルギーマネジメント会社の不在により市街へ流

出した価値、消費者ベースの電力料金について説明を

要望する。 

Ｄ 国交付金事業が 5 年

間限定であることか

ら、当初計画におい

ても、電源開発のた

めの補助金交付を先

行し、並行して電力

地産地消プラットフ

ォームの運営準備を

進めていましたが、

調整に時間がかかり

指定が遅れたもので

す。なお、ご指摘の

地域共生・地域裨益

型事業による同一敷

地内の需要家で消費

しきれない余剰電力

については、原則、

小田原市内で需要さ

れており、やむを得

ず に 売 電 し た 場 合
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は、設備等の維持管

理・更新のために充

てられているものと

承知しています。 

45 電力地産地消プラットフォームにおける売電先として

地産再エネ集約事業者として指定する湘南電力株式会

社の財務状況についての確認方法と、湘南電力株式会

社の事業継続についての評価方法と評価結果について

説明を要望する。 

Ｄ 地産再エネ集約事業

者 を 登 録 す る 際 に

は、小田原市地産再

エネ事業者登録要綱

で規定した登録要件

を満たすことを自己

申告した上で、登録

を受け付けておりま

す。また、個別の企

業情報等についての

詳細は、回答を差し

控えさせていただき

ます。 

46 湘南電力株式会社による買取価格が一般的な卒 FIT の

買取価格より高く設定されている理由について説明を

要望する。高値買取は湘南電力株式会社の財務状況、

事業継続に不利に働くが、それを避けるようとする場

合は電力料金に転嫁して電力消費者に負担を強いるこ

とになると認識する。エリアエネルギーマネジメント

会社として市内売電事業者と市内電力消費者の利害を

どのように調整し、それぞれベンチマークになると思

われる東京電力による卒 FIT 買取価格と一般向け電力

料金と比較について説明を要望する。 

Ｄ 電力地産地消プラッ

トフォームにおける

買取価格は、エリア

エネルギーマネジメ

ント事業者による買

取価格を踏まえて湘

南電力が定めたもの

です。また、電力地

産地消プラットフォ

ームにおける電力需

要 家 へ の 販 売 単 価

は、エリアエネルギ

ーマネジメント事業

者からの卸売単価を
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踏まえて、地産再エ

ネ供給事業者が定め

るものです。 

47 高値の固定買取制度である FIT は、発電業者に長期間

の安定した利益というインセンティブを与えて再エネ

発電設備の普及を図る一方で、電力消費者から再エネ

賦課金を徴収するために、FIT 事業への投資家と電力

消費者との格差を助長する制度との批判を受けてい

る。このような批判を受け国としては縮小の方向にあ

る FIT であるが、小田原市の電力地産地消プラットフ

ォームはこれに逆行する形で、いわば地域を限定した

FIT のような制度となるのではないかと危惧する。ま

ず「重点対策加速化事業」補助金を受けた発電事業者

からの湘南電力株式会社による買取価格は補助金交付

要領にしたがって市長が定めた売電条件であることを

確認したい。次に、「重点対策加速化事業」で FIT 事

業を対象外としているのは FIT 自体が消費者から再エ

ネ賦課金を原資とする補助を受ける事業であり、環境

省の「重点対策加速化事業」補助金との二重取りを防

止するための措置と考えるが、それを潜脱するように

電力地産地消プラットフォームが一般的な卒 FIT より

高い買取価格を提示することの是非についての見解を

確認したい。 

Ｄ 市の脱炭素先行地域

づくり事業費補助金

及び重点対策加速化

事業費補助金の一部

メニューにある売電

要件は、地産再エネ

集約事業者への売電

のみを規定したもの

で あ り 、 買 取 価 格

は、地産再エネ集約

事業者が各々定める

ものです。なお、余

剰電力の買取価格に

ついては、卒 FIT の

みならず。様々な買

取価格を踏まえて定

めるものと認識して

おります。 

48 小田原市の所有または管理する施設に設置された再エ

ネ発電設備について、売電あるいはリースについての

決定は市長を最高責任者とする行政の決定によるもの

であることと、その決定にあたっての考慮する条件に

ついて確認したい。また小田原市、あるいは市所有施

設に設置された発電設備から湘南電力株式会社への売

電、PPA の有無についても確認したい。市と湘南電力

株式会社との取引関係の全体と、個々の取引が、競争

Ｄ 市有施設に設置した

太陽光発電は、地方

自治法に則った適切

な手続きにより導入

しております。 
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入札など、公正かつ経済合理的に締結されているの

か、あるいは電力地産地消プラットフォーム上の位置

づけにより優先的な取り扱いがあるのか、それをどの

ように確認できるのか説明を要望する。 

49 官報で確認できる湘南電力株式会社の直近の決算が債

務超過である一方、株主の多くが重複するほうとくエ

ネルギー株式会社は FIT の利用により利益を出してい

ること、また、ほうとくエネルギー株式会社の出資者

である企業の多くが単独で FIT を利用した太陽光発電

事業から利益を得ていることを確認できるが、このよ

うないびつな状況でもなお、湘南電力株式会社が卒

FIT を含む再エネ電力買取に上乗せを提示することを

どのように評価するか説明を要望する。また、小田原

市やその関係団体などが湘南電力に直接に出資や資金

拠出などする予定のないことの確認を実行計画に要望

する。 

Ｄ 一般的に、新規設置

の再エネは、卒 FIT

よりも価値が高く、

卒 FIT よりも高い買

取が行われることが

あると認識しており

ます。 

小田原市から湘南電

力への出資・資金拠

出の予定はありませ

ん。 

50 いわゆる家庭用のゼロ円ソーラーに公的な補助金を交

付する場合、補助金自体のメリットは、補助金が無い

場合との比較で、屋根を貸した家庭ではなく湘南電力

株式会社などリース事業者に独占されることを確認し

たい。一般家庭向けの補助金が追加的な規則や制約が

無いまま事業者に利用されること、したがって湘南電

力株式会社の財務状況の改善効果を持つことについて

の認識を確認し、これまで湘南電力株式会社（かなが

わゼロ円ソーラー合同会社を含む）に交付された「重

点対策加速化事業」補助金の有無と金額について確認

したうえで、今後の実行計画期間中に電力地産地消プ

ラットフォーム上で重要な位置を占める湘南電力に対

してどのような支援が予定されているのかの説明を要

望する。 

Ｄ ゼ ロ 円 ソ ー ラ ー

（ PPA）事業者に補

助 金 を 交 付 す る 場

合、交付金額相当分

をサービス料金から

控除されるものであ

ることを条件として

おり、補助金のメリ

ットは家庭が享受し

ます。 

また、市の補助金は

湘南電力しか利用で

き な い も の で は な

く、電力地産地消プ

ラットフォームの地
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産再エネ集約事業者

も、湘南電力のみ登

録できるものではあ

りません。 

51 ここ 3 年、ブックサンタに協力している。具体的にど

のような形が良いかわからないが、自治体でもこのよ

うなことが何かできないだろうか。子供たちが興味を

持ち、能力を発揮し、一所懸命になれるような動機付

けができる環境や社会が必要である。 

以前、かもめ図書館のリサイクルの本を入手し、今も

手元で読み返している。このようなシステムは、さり

げないがありがたい。 

注）一見地味に見え、価値が少なく見えるような活動

でも、自治体でなければできないことがある。このよ

うな活動は是非継続してほしい。このような活動を発

掘していくのも必要である。仕事として面白くないよ

うに思われるものでも、工夫や努力、改善などによっ

て、やりがいが生まれてくる。 

Ｂ 行政、家庭、地域、

職域など地域社会全

体で協力しながら、

こどもたちが様々な

体験や遊びを通じて

成長し、自分らしく

生きられる環境づく

りを進めてまいりま

す。 

52 インクルージョン、ダイバーシティーを入れる。子供

の教育から入力していくことで理解が進み、将来の小

田原市の風土となる。 

Ｂ 教育活動において、

個性や多様性を尊重

し、他人を思いやる

心など、豊かな人間

性と社会性を育む取

り組みを進めてまい

ります。また、支援

教育においても、児

童生徒の多様な教育

的ニーズに対応しな

がら、各校の実情に

応じて、すべての子

どもたちができるだ
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け同じ場で共に学ぶ

インクルーシブ教育

を推進いたします。 

53 若者が授業で市議会を見学し、議員が授業で議会のこ

とについて話す時間を設けてほしい。知ることが、投

票率にもつながると考える。 

Ｂ 小学校では、市議会

が開催している議会

見学会に、総合的な

学習の時間などを使

っ て 参 加 し て い ま

す。議員から直接話

を聞くなど貴重な機

会 と な っ て お り ま

す。 

54 主権者教育について以下の具体的施策を計画に入れ

て、これからの世代に自分事として市政に関心を持て

るようにするべき。 

①中・高校生による模擬議会や市政提案コンテスト 

②中・高・大学生などによる地域課題を自治会やまち

づくり委員会とともに検討するワークショップ 

Ｂ 本市では、主権者教

育について、文部科

学省が示す「主権者

として社会の中で自

立し、他者と連携・

協働しながら、社会

を生き抜く力や地域

の課題解決を社会の

構成員の一人として

主体的に担う力を、

発達の段階に応じて

身 に 付 け さ せ る も

の」として位置づけ

ています。現在も市

内小中学校では、特

別活動や総合的な学

習の時間、各教科な

どで取り組んでいま

す。中学校で実施さ
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れている「小田原版

ＳＴＥＡＭ教育」な

ど、中学生が主体的

に地域の問題解決に

取り組んでその成果

を発表する取組など

を今後も続けていき

たいと考えておりま

す。 

55 子どもたちを対象にした主権者教育を実現してほし

い。校長出身の保守的な議員が反対した理由は前時代

的です。市長、負けないで取り組んでください。市民

として応援します。 

Ｂ 学校教育の中では、

現在、中学校で「小

田原版 STEAM 教育」

など中学生が主体的

に地域の問題解決に

取り組んで、その成

果を発表する取組を

実施しております。

今後も引き続き、実

施していきたいと考

えております。 

56 公立小中学校の体育館の断熱工事と空調設備導入を、

実行計画期間中に利用可能な国の施策に合わせて、段

階的にでも進めることを実行計画に追加することを要

望する。 

Ｂ 体育館の暑さ対策に

ついては、第 1 期実

行計画期間中に対応

することを念頭に、

現在検討中です。 

57 「新しい学校づくり（新たな学校配置の合意形成とそ

れを踏まえた改築・長寿命化改修の実施）の推進に努

めます」とあるがその内容をより具体的に記載すべき

で、小学校、中学校の基本的な規模と通学距離あるい

Ｂ 現在、地域の学校配

置 の 将 来 像 を 示 す

「新しい学校づくり

推進基本計画」の策
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は通学方法と通学時間を示し、統廃合の必要な地域に

対する通知が実行計画期間中に予定されているか説明

を要望する。また学区の見直しの可能性とそれに伴う

自治会の見直しの可能性があるか、県立の特別支援学

校との関係、不登校特例校、フリースクールについて

の議論がどのようになされるかの説明も要望する。 

定を進めており、ご

指摘いただいた内容

は概ねこの中に盛り

込まれる想定です。

特別支援教育に関す

る議論の細部につい

ては、現場の実情や

国・県・他自治体の

動向等も踏まえなが

ら検討してまいりま

す。 

58 小学校校庭の芝生化について、現在は市内３校のみが

全面芝生化されている状況ですが、他校への拡大が進

んでいないことは非常に残念です。芝生化には以下の

ような多面的なメリットがあり、今一度本計画に盛り

込むべきと考えます。 

① 教育的効果：児童が裸足で安全に遊べる環境は、

感覚刺激や運動能力の向上に寄与します。自然とのふ

れあいを通じて、環境教育の実践にもつながります。 

② 健康・安全面：夏場の熱中症リスク軽減、転倒時

の衝撃緩和など、児童の健康と安全を守る効果があり

ます。 

③ 地域交流の場としての活用：芝生校庭は、地域イ

ベントや高齢者の健康活動にも活用でき、学校と地域

の連携を促進します。下府中小学校では毎週末グラウ

ンドゴルフに地域高齢者が 40 人程度参加されていま

す。 

④ 環境・景観改善：都市部のヒートアイランド対策

や土埃の抑制、学校周辺の景観向上にも寄与します。 

Ｂ 令和７年４月に策定

した「新しい学校づ

くり施設整備指針」

において、今後の改

築・長寿命化改修に

あたっては、芝生化

を進めていくことと

しております。 
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59 図書館などで無料で学習できる空間を提供すること

は、子どもの学習支援や社会人のリスキリングに大き

く寄与します。塾に通えない家庭の子どもや、コワー

キングスペースやカフェを利用する経済的負担が難し

い大人にとっても重要な学習機会になります。 

私の出身地の図書館では、開館日に常時学習室が開放

されており、高校時代は大いに利用していました。 

一方で、かもめ図書館の学習室は土日祝日や夏休み期

間のみの開放とされています。公共施設である以上、

できる限り毎日利用できるよう改善していただきたい

です。 

Ｂ 中央図書館（旧かも

め図書館）には、１

階の閲覧スペースに

も学習向けのデスク

が 56 席、その他に

も学習可能な席が用

意されており、平日

に混み合うことはほ

ぼありません。 

土日等の休日につい

ては、これら既存の

学習可能な席が混雑

するため、集会室や

創作室を学習場所と

して開放しており、

それでも混雑する場

合やイベント等の開

催により開放できな

い際には、更に研修

室を開放することで

対応してきておりま

す。 

集会室や創作室につ

いては、あくまで図

書館機能の一つとし

て設置しているもの

であり、学習室とし

ての常時開放は現在

のところ考えており

ません。 
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60 住民サービスの充実、助け合いを入れる。介護予防や

介護サービスにおいて、住民力を利用することになる

ため、この施策に入れておく。 

Ｂ 地域が住民の福祉を

支える仕組みや、住

民力を生かした福祉

分野の取組みについ

ては、本計画の「施

策１  地域福祉」で

位 置 付 け て お り 、

「施策 15 市民活

動・地域活動」と連

動させながら推進し

てまいります。 

61 市民参加の市政を実現するための施策として、各自治

会活性化の改善案を提案します。 

①市民活動ポイントの導入。 

 個人単位でもいいし、例えば自治会やボランティア

団体として地域の清掃やお助け隊などの活動にポイン

トを付与して、ポイントで市民活動に必要なものの購

入ができるなどのベルマークのように若い世代、子育

て世代だれにでも参加しやすいポイント制度 

②連合自治会単位ですでにある「まちづくり委員会」

がより活発に活動できるようなサポートをする。 

 ・各まちづくり委員会が連携できるような全体の定

例会開催。各所の成功事例の共有、課題共有、相互連

携の促進を図る。 

 ・委員会活動の議事録、進捗、イベント情報を

LINE や Web で発信できるように、デジタルツールの活

用サポート、テンプレート提供や研修会実施。 

まちづくり委員会を「自治会の外部エンジン」として

活用することで、高齢化硬直化した組織に若い世代の

参加を促し柔軟性や創造性をもった活動になることを

目指す。 

Ｃ ①現在、ポイント制

度は運用していませ

んが、小田原市自治

会総連合において、

「自治会カードおだ

わら」など自治会加

入に特典を持たせた

制度もあります。ご

意見を参考にしなが

ら、市民活動、地域

活動に誰もが参加し

やすい環境の創出に

ついて検討してまい

ります。 

②ご意見のとおり、

まちづくり委員会の

機能がより発揮され

るように、市として

も、情報発信の強化

や相互連携の促進、
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地域担当職員の拡充

などにより地域活動

を支援してまいりま

す。 

62 深刻な問題である。小田原にいたのでは働く場所がな

いと、本当にそう思う。経済の不活性化、人口減少、

少子化などの根本要因である。 

以前、小田原で開催された展示会を何回か見学したこ

とがある。しかしながら、ブース内で身内同士が話を

してしまっているのである。これは部外者に疎外感を

与え、見学もほどほどに出てきたことがある。 

因みに東京国際フォーラムや幕張メッセ、パシフィコ

横浜等には 70 回以上見学に行っているが、このよう

な光景は一度も見たことがない。従って、二度と来る

かと、不快感が残った。 

地域のつながりの強さが、逆に疎外感を与えているの

ではないかと。他を寄せつけない暗黙の力が小田原に

はある。それが経済を衰退させる一因になったのでは

ないかと。 

他の市や町の状況や成功例をじっくり調査することは

どうであろうか。子供のころの銀座通りはどこへ行っ

たのか、銀座通りは声を出して教えてはくれない。 

Ｂ 本市では、地域経済

の振興に向け、市民

が生き生きと働き、

多様な企業等が小田

原に呼び込まれるよ

うな、市外からの需

要喚起や地域内循環

による地域経済の好

循環を目指しており

ます。  

事業者が販路開拓の

ために展示会等に出

展する際の支援や、

他都市の成功事例の

研究なども含め、関

係団体等と連携しな

がら、「地域資源」

を最大限に生かして

持続的な経済振興に

つなげられるよう取

り組んでまいりま

す。 
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63 小田原駅前東地区、とくに駅前ロータリー周辺につい

ては、これまで個別的、単発的にトザンイースト、ミ

ナカなどの建替えが行われているため、バスターミナ

ルを擁するロータリーとその地下にあるハルネの機能

改善や再開発の余地が縮小してしまっている。東口駅

前ロータリーの現状の問題点として第一に人の動線が

２階デッキ、地上面、地下と三層に、特に目的別、機

能別の区分けや誘導がないまま未整理であること、第

二にバス運営会社ごとのバス乗り場配置が、目的地に

応じてバスを探す利用者にとって判りづらく、またい

ずれのバスが先発であるかも判りづらいこと、第三に

ハルネに商品搬入路、急な階段、浸水の恐れなどの欠

点があること、第四に地上面で人車分離がないため、

人、車ともに移動の効率が悪いこと、が認識できる。

これらの問題点を解消するためにはロータリーとハル

ネの範囲だけの工夫では無理と思われ、まだ建替えの

されていない周辺の建物を含めた再開発計画の検討

を、行政が、地権者としての立場も有効に使って、主

導することを実行計画に要望する。小田原市は、かつ

てミナカの開発に際し、定期借地権契約を締結した事

業者に計画を丸投げしているが、より広範な東口駅前

ロータリー周辺の再開発の一環として位置づけ、ハル

ネの欠点克服も含めた駅周辺全体の機能性を向上させ

ることもできたはずで、その過ちの挽回を期待する。 

Ｂ 小田原駅周辺の望ま

しい姿については、

協 働 プ ロ ジ ェ ク ト

「７ 未来を創る都

市デザイン」におい

て、「小田原駅周辺

地区のまちの再生に

係る検討」を主なア

ク シ ョ ン に 位 置 付

け、検討していくこ

ととしております。 

なお、小田原地下街

については、施設内

容や運営方法の見直

しのほか、老朽化し

た設備等の更新を順

次進めていく考えで

す。 

64 成果目標として新規就農者数が増加し、耕作放棄地が

解消するが農業算出額が横ばいであることに説明を要

望する。離農者の見込み、主要産品についての耕作面

積と単収、主要産品の価格変化率などの要因ごとの説

明を要望する。特に農業算出額については産物のグル

ープ別に成果目標を設定すべきと考える。 

Ｄ 農家の高齢化による

離 農 や 、 後 継 者 不

足、農地の転用など

による農地の減少な

ど、農業産出額が減

少する要因もあるた

め、単純に新規就農
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者の増や耕作放棄地

の解消で農業算出額

の増とは結びつきま

せん。また、温暖化

の影響による農産物

の生育障害や、病害

虫の発生など、農業

生産に悪い影響を与

える要因は多様かつ

予測の難しいもので

あり、農業生産の見

込みを推計すること

は難しい側面もあり

ま す 。 し か し な が

ら、市では、担い手

不足や、耕作放棄地

の拡大などの問題に

対して対策を行うと

ともに、ＪＡかなが

わ西湘農業協同組合

とも協働して、目標

達成に務めてまいり

ます。 

65 ある学会誌でドローンを用いた農業の研究を散見す

る。しかしながら、規模がある程度広い農地になる。

従って、市と農家で小規模に向けた小回りの効く IT

化農業を開発できないか、と考えるのだが、簡単では

なさそうである。しかし、提案する。 

Ｄ 市と農業者で開発す

ることは難しいです

が、関係機関とも連

携しながら情報収集

等を続けてまいりま

す。 



53 

 

66 小田原漁港とその周辺施設の課題についてはＴＯＴＯ

ＣＯの計画段階から明らかであったものが多いと感じ

るが、ＴＯＴＯＣＯ計画段階においてどのような課題

が検討されたか、ＴＯＴＯＣＯ完成によってどのよう

な課題が解決され、どのような課題が残されたかを検

証すること無しに、新たな機能保全計画や追加投資を

行うことは避けるべきと考える。また、加藤市長が執

心する気候変動による海面上昇や台風の勢力や経路の

変化がＴＯＴＯＣＯに与える影響についても再検討す

べきと考える。小田原漁港の機能保全、再整備に関連

して TOTOCO 事業の当初計画、防波堤などの改修計

画、現状の課題などの検証を行うことを実行計画に要

望する。 

Ｃ 小田原漁港及びその

関 連 施 設 に つ い て

は、漁港管理者であ

る神奈川県と連携し

ながら検討してまい

ります。      

67 箱根になくて小田原にあるのは海であり、御幸の浜海

水浴場は箱根に近い海水浴場として夏の箱根観光客に

とって価値があると考える。西湘バイパス高架のため

にパラソルなど日除けが不要、ペブルビーチであるこ

と、ある程度の泳力があれば Bathing でなく Swimming

ができること(遠浅でなく波打ち際も短いので沖まで

出ずにオープンウォータースイミングを味わえる)な

どの特色も、一般的な国内の家族連れ海水浴客には不

人気であっても、アスリートスイマーやインバウンド

客向け観光資源として活用する余地が大きいと考える

が、そのための施策を実行計画に要望する。なお、小

田原になくて箱根にある温泉は、インバウンド一般に

必須という程ではないし、万葉の湯があると言えばあ

る。 

Ｂ 御 幸 の 浜 海 水 浴 場

は、インバウンド利

用が増加しているこ

とから、インバウン

ド需要に対する活用

可能性を踏まえ、民

間事業者と協働して

海水浴場を運営し、

魅力向上に努めてま

いります。 
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68 「目指す姿」として「歴史・文化・なりわいといった

地域資源や立地特性が最大限に生かされ、市民一人ひ

とりが小田原の魅力を再認識し、発信するなど観光に

まつわる市民協働が進み、「光」あふれる観光地とな

っています」と、ポエムか宗教のような表現がされて

いるが、一部の観光ガイドや文化活動のボランティア

を除く大多数の市民にとって、観光は経済活動である

と認識する。目指すべき姿は、オーバーツーリズムに

よる弊害を管理し、市民の経済に有益な観光収入と、

観光客のために市民や行政が負担する費用のバランス

を取り、全体としての市民の利益を最大化すること、

であるべきと考えるが、そのための施策を実行計画に

要望する。 

Ｂ 地域資源を生かし、

市民・事業者と連携

して観光施策を進め

るとともに、イベン

トのみに頼らない常

時誘客を図り、地域

経済の好循環を促進

してまいります。 

69 「箱根や伊豆といった日本を代表する観光地を控える

立地であるため、「箱根・伊豆観光のついでの立ち寄

り地」として認識」とあるが、これを欠点と自虐的に

とらえるのでなく、むしろポジティブに、それぞれの

直接の連絡の便が悪い富士、箱根、伊豆、湘南の連結

点として認識、されるべくマーケティングするべきと

考える。観光客や関係人口を市内に足止めするような

取組ではなく、市内拠点から市外へ出向かせる、自宅

まで帰らせずにいったん市内拠点まで戻らせるような

滞在の仕組みを作るべきと考えるが、そのための施策

を実行計画に要望する。 

Ｂ 連結点としての強み

を踏まえて、小田原

ならではの食・体験

等の充実やアニメな

どの新たな観光コン

テンツを活用したデ

ジタル施策により、

市内の回遊促進と滞

在時間の延伸を図っ

てまいります。 

70 脱炭素に関連して、気候変動による海面上昇の影響を

強く受けるモルディブ共和国との交流を進める、との

取組があるものと、市長が環境部所属職員ら 2 名を随

行させた、公費によるモルディブ視察旅行のあったこ

とから考えていたが、この取組が実行計画にないとい

うことは、モルディブ視察旅行は市の施策に反映する

ことのない単なる観光旅行であったということか、あ

Ｄ フォームラク市など

モルディブ共和国を

訪問した目的は、招

待を受け、今後の交

流や気候変動対策、

環境、観光、経済な

どの都市間連携の可
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るいは今回の実行計画期間以降に反映されるような不

急のものであったのか、そうであれば次期以降が加藤

市政でなくなった場合でもモルディブ視察旅行がどう

生かされ得るのか、説明を要望する。 

能性を探るため訪問

したものです。 

個別事業としてモル

ディブ共和国との取

組の記載はありませ

んが、脱炭素や文化

交流の施策として、

広く取り組む予定で

す。 

71 主な取組で、城址公園施設の環境整備の内に、城址公

園内の電柱の地中化が含まれていると聞いた。事業費

は不明であるが、景観、防災面を目的とした事業であ

ると思うが、あまり必要性を感じない。この取組みに

より市民の方の利用者が増となり、あわせて観光客が

増えると思えなし、行政案Ｐ73 の詳細施策 2801 の

「戦略的な投資」とも思えない。予算を発掘調査の事

業費に回した方が良いのではないか。 

Ｄ 城址公園の景観の向

上と災害による電柱

倒壊、倒木による架

線の断線が発生する

リスクを低減し、来

訪者等の快適で安全

な環境を確保するた

め、国の補助金を活

用して実施するもの

です。 

72 ３年間で取り組むことは「御用米曲輪の整備方針を定

め、実施設計に向けた準備に入ります」とのことであ

るが、Ｒ６の委員会の議事録では「Ｒ７年度以降に基

本設計、実施設計、Ｒ９年度以降に整備工事を実施

し、Ｒ 12 年度までに工事完了、公開と説明してい

る。スケジュールがのびるのであれば、議会常任委員

会へ説明してほしい。このスケジュールがのびると完

成を見られない市民もおり、次の弁財天や大手門の発

掘調査や弁財天周辺の民間開発にも影響しかねない、

またこれらを進めるために発掘整備専門の組織を立ち

上げ、予算の増額、学芸員などの関係職員の増員をし

た方がよい。 

Ｄ 御用米曲輪において

は、現在も発掘調査

を 継 続 し て い ま す

が 、 そ の 結 果 に よ

り、史跡小田原城跡

調査・整備委員会や

御用米曲輪戦国期整

備検討部会等で専門

家 に ご 審 議 い た だ

き、最終的な整備の

方向性を定め、スケ

ジュールも確定する
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ことになります。現

状では 2030 年（令

和 12 年度）の完成

を目途に事業を進め

て い る と こ ろ で す

が、整備の方向性や

スケジュールが確定

次第、市議会や市民

の皆様にお知らせす

る予定です。また、

発掘整備にかかる予

算 や 人 員 に つ い て

は、県や文化庁に対

し、補助の拡充等を

要 望 し て ま い り ま

す。 

73 主な取組で、弁財天、総構えの用地買収をしている様

であるが、現在の買収状況や事業の進捗状況が全くわ

からない。 

事業費ベース、用地面積ベースなどで進捗を市民へ提

示すべき。 

国の指定史跡という事で、城址から市民が利用してい

た施設が撤去されているが、市民の税金で整備してい

るので、市民が楽しめる施設も考えるべきである。 

Ｄ 令和６年度までに史

跡指定済の土地のう

ち、面積ベースで約

８割を公有地化して

おります。残りの民

有地については、令

和 ３ 年 に 策 定 し た

「史跡小田原城跡保

存活用計画」に基づ

き、まずは弁財天曲

輪周辺の公有地化を

重 点 的 に 進 め る ほ

か、新たに史跡指定

に値する遺構が発見

された場合には、追
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加指定を行ったうえ

で公有地化を進めて

い く こ と に な り ま

す。公有地化にあた

っては、所有者の意

向を尊重しながら、

文化庁の国庫補助金

を 活 用 し 進 め る た

め、中・長期にわた

る対応が必要である

ことから、短期計画

である第１期実行計

画の中で、進ちょく

状況の数値や具体的

な案件を示しており

ません。 

また、「史跡小田原

城跡保存活用計画」

では、城址公園をは

じめとする史跡内で

は、遺構の適切な保

存をしながら来訪者

が史跡の理解を深め

るための整備をする

こととしており、今

後『整備基本計画』

を 策 定 し て い く 際

に、どのような便益

施設が適切であるか

を検討し、整備内容

を決定していきたい
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と考えております。 

74 昭和的な表現で施策タイトルを「スポーツ」としてい

るが、平成、令和的にはレジャー目的で利用される施

設も対象となっているので「スポーツ・レジャー」へ

の変更を要望する。 

Ｄ レ ジ ャ ー と は 「 余

暇」「自由時間」を

指すと思いますが、

関連する分野として

はスポーツのほか、

趣味、創作、娯楽、

観光、行楽など多岐

に渡ります。 

これらは生涯学習、

観光、文化、生活空

間などの各施策にお

いて推進してまいり

ます。 

75 単なるスポーツ・レジャー施設としてではなく、水害

や水難事故への対処を学ぶメリットも大きいと考える

ため、海水浴場の設備更新や川での水遊び、親水体験

ができる施設の設置などを実行計画に要望する。 

Ｂ 水害や水難事故への

対処を学ぶことにつ

いては、防災・減災

施策において推進し

てまいります。 

なお、海水浴場につ

いては観光施策、自

然環境との触れ合い

については自然共生

施策、親水空間の設

置については生活空

間施策において推進

してまいります。 

76 御幸の浜プールについては海水浴場との一体的な運営

を想定したうえで、既存施設の維持、更新を検討すべ

きと考える。海の家と条件を調整して海の家利用者に

シャワーやロッカー設備を開放する、海の家を御幸の

Ｄ 御幸の浜プールにつ

いては、小田原市ス

ポーツ施設整備基本

計画において、整備
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浜プールに組み込む、また海水浴シーズン以外にも海

岸を訪れる客、日の出やムーンロードなどを楽しむ客

にも有料で施設を開放するなどの施策を実行計画に要

望する。指定管理者の利用、募集についても要望す

る。 

  

方針を機能移転と定

めていることから、

修復不可能な設備の

故障等の致命的な損

傷が発生した場合は

施設を閉場し、民間

施設や他市町の広域

利用施設と連携して

まいります。 

海水浴場等について

は観光施策において

推 進 し て ま い り ま

す。 

77 防犯カメラ、監視カメラの設置を増やして安心安全な

小田原市、町、村にする。 

Ｂ 防犯カメラの設置に

ついては、設置箇所

周辺のプライバシー

保護の観点から、地

域での調整が必要で

あるため、自治会が

設置する防犯カメラ

の費用の一部を補助

してまいります。 

78 保育園・幼稚園、小学校周辺の小田原市道・農道(特

に車道と歩道を白線で区別又、歩道の無い道)をショ

ートカット(抜け道)して通行しているから警察署と協

議し最高速度 20km に条例を制定し施行する 

以上により幼子、小学生の登下校時の安全が増え、親

が移住する一案になると思う。 

Ｄ 速度規制は、警察所

管となります。 

道路の安全対策につ

いては、個別の状況

に応じ、警察と連携

し、注意喚起表示等

を実施してまいりま

す。 
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79 3 年間で取り組むこと 

本案は令和 8 年度からが対象なので、4 月度からの自

転車に関する道交法改正前及び実施時点での安全活動

は対象外になるし、所管が警察庁及び県警なので具体

的な施策とするには難しいと思うが、法改正による違

反や混乱(歩道走行に関するもの：相当数の違反･歩行

者とのトラブル、車道通行に関するもの：自動車との

事故･トラブル)は相当な期間継続する恐れがあるので

はないか。 

①これらについて、所管官庁主導であっても本案とは

別で 2026 年４月度以前からの既に計画されている施

策はあるのか？なければ、本案とは関係なくても早急

に改革実施した方が良いと思う。 

②所管官庁主導であっても本案に即して 2026 年 4 月

度からの道交法改正に即した具体的で継続的な交通安

全に関する施策は計画されているのか？なければ計画

実施した方が良いと思う。 

Ｄ 令和 8年（2026 年）

４月に施行される改

正道路交通法による

自転車の交通反則通

告制度の適用につい

て は 、 警 察 と 連 携

し、交通マナーや制

度内容について、市

の広報媒体等を活用

し、事前周知を図っ

てまいります。 

80 3 年間で取り組むことについて 

詳細な事業の内容はわからないが、小田原駅西口地区

と小田原駅前東地区の 2 地区での市街地開発を計画し

ている様であるが、小田原駅周辺のどの場所に人を集

め、動線をどの様に設定するのか、よく検討すべき。

特に商業施設や観光客を対象にする場合は動線をよく

考えないと、駅周辺にあたえる経済効果が大きく違っ

てくると思う。特に西口の事業は、計画の内容によっ

ては人の流れが大きく変わってしまうのではないか。

職員や予算も限られ早期に進める事が大切だと思うの

で、1 地区に絞って進めた方がよいかもしれない。 

Ｂ 小田原駅周辺の望ま

しい姿については、

協 働 プ ロ ジ ェ ク ト

「７ 未来を創る都

市デザイン」におい

て、「小田原駅周辺

地区のまちの再生に

係る検討」を主なア

ク シ ョ ン に 位 置 付

け、検討していくこ

ととしております。 
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81 予算に限りがあるなら、規制緩和と民間資金の誘導と

活用をすべきではないか。 

高さ制限を変えることは問題だと思うが、例えば、商

業地などは、低層部を店舗にすれば、建ぺい率や容積

率を緩和したり、公有地を種地として再開発事業を進

めるとか。 

小田原駅周辺にはまとまった低利用地も多い。非常に

専門性が高いので勉強した方がよい。 

Ｄ 建築敷地内に公開性

の高い空地を設ける

など市街地の環境の

整備改善に寄与する

ものについて、建築

基準法における建築

物の容積率や各部分

の高さ、小田原都市

計画高度地区におけ

る建築物の高さの最

高限度を緩和できる

ものとしています。 

また、小田原市景観

計画では、景観形成

の基本方針として、

商業・業務地におい

て 、 建 物 の 低 層 部

は、商業・業務施設

で構成し、にぎわい

のある景観を形成す

ることを位置付けて

おり、引き続き、こ

れらの規定や方針を

適切に運用しながら

まちづくりを進めて

まいります。 
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82 実行計画期間中に利用できる優良建築物整備事業やそ

の他の補助金について、その活用を検討しているか事

業数とそれぞれの事業の建築物等の規模、事業予算と

支援額見込みを実行計画に加えることを要望する。実

行計画としながら検討とあるだけでは中身が不足と考

える。 

Ｂ 実行計画は市政運営

全般にかかる取組の

方向性を示すため大

枠の内容となってい

ますが、各分野の具

体的な取組は、個別

計画等で整理し、必

要に応じて市民の皆

様への説明等を行っ

ていきます。 

また、事業費につい

ては、施策ごとの概

算事業費を提示いた

します。 

83 小田原駅東西自由連絡通路については、それ自体の維

持管理よりも、そこからつながる駅周辺の施設配置と

人流の整理が重要と思う。駅周辺の土地建物が民間所

有であっても、行政が積極的に地区計画や再開発に関

与することによって、より市民にとって望ましい駅周

辺の生活利便施設や乗り継ぎを含む公共交通の利用が

達成される。小田原駅周辺の地区計画や再開発への関

与を実行計画に要望する。 

Ｂ 小田原駅周辺の望ま

しい姿については、

協 働 プ ロ ジ ェ ク ト

「７ 未来を創る都

市デザイン」におい

て、「小田原駅周辺

地区のまちの再生に

係る検討」を主なア

ク シ ョ ン に 位 置 付

け、検討していくこ

ととしております。 
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84 「少年院跡地のあり方検討」だけでは実行計画として

中身があまりに不足であり、より具体的に、市の関与

する手法、開発方針、利用や許可にあたって課すべき

制約など複数の代替案であっても実行計画に加えるこ

とを要望する。民間によるマンションや住宅、あるい

はオフィスビル、市が取得しての公共施設、あるいは

公園、さらに民間による開発の場合には二段階一般競

争入札とするか、その際どのような条件、例えば低層

住居用建物に限るとか、保育所併設オフィスビルと

か、緑地面積を決めるとか、開発道路を入れるとかの

案を具体的に示せば周辺住民を含む市民にとって開発

の是非や方向性についての意見を求めやすくなると考

える。また土地の履歴や鉄道との距離に難ありとし

て、一般的な相場より低い価格で市が国から払い下げ

を受けることが可能であれば、いったん市が取得し、

付加価値を付けて、履歴をクレンズして一部か全部の

再販売や分譲も検討すべきと考える。 

Ｃ 少年院跡地の活用に

向けては、地域住民

を含め、多くのステ

ークホルダーとの調

整 を 要 す る こ と か

ら、一定の期間を要

するものと考えてお

りますが、本市のま

ちづくりに最大限生

かせるよう、土地所

有者である財務省と

の協議も重ね、様々

な視点から、より望

ましい土地の活用方

策について検討して

まいります。 

85 主な取組の市民会館跡地策の整備・管理運営につい

て、市議会で複数の議員から見直しの質問をうけた

が、この質問は配慮せず進めるのか。見解を聞きた

い。 

Ｃ 市民会館跡地等の活

用に向けては、これ

まで、市民や民間事

業者など、幅広く意

見交換を行い、多様

な意見を聴取し、合

意 形 成 を 図 り な が

ら、各種計画等を策

定してきたところで

すが、頂いたご意見

等を踏まえて、様々

な観点から、再度、

検 討 し て ま い り ま

す。 
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86 市民会館跡地等整備基本計画 2025.9 月に対する提案 

提案： 

市道 2194（市民会館の横を学び橋に向かう道路）及

び市道 2197（大手門の道路）の東方向（横浜方向）

延長線上に、歩行者用信号と横断歩道を設置する。 

目的： 

本町一丁目から本町二丁目方向への歩行者の移動を容

易にする。（現在は歩道橋を越えなければならない） 

理由： 

市民会館跡地が整備され、人だまりが出来るので、お

城だけでなく、反対側の市内にも回遊を促す。 

確認事項： 

市民会館跡地の駐車場は、かつては観光バスの駐車場

用と理解していたが、整備基本計画では一般車用のよ

うである。お城に行った後、戻って来てさらに本町二

丁目方向に行ってみようと思うのは、観光バスの乗客

の方が多いと思うので、観光バスの駐車スペースも設

けることを提案する。 

Ｃ 市民会館跡地等の活

用に向けては、これ

まで、市民や民間事

業者など、幅広く意

見交換を行い、多様

な意見を聴取し、合

意 形 成 を 図 り な が

ら、各種計画等を策

定してきたところで

すが、頂いたご意見

等を踏まえて、様々

な観点から、再度、

検 討 し て ま い り ま

す。 

87 少年院跡地活用案 

総合計画に少年院跡地の計画がないようですので、提

案します。 

 

三の丸ホールが出来上がってわかったことは、 

・音響がよい（セリフは聞き取りにくい）。  

・J-Pop 的なものはすぐ満員になる。  

・しかし客席数が 1,100 と少なく、チケット代も高

い。  

従ってこれを踏まえて、少年院跡地には次のようなも

のを作ったらよいと提案する。  

・2,000 人収容出来る pops 系の演奏会場。  

・目の前を小田急線が走っており、始発駅（小田原）

Ｃ 少年院跡地の活用に

向けては、地域住民

を含め、多くのステ

ークホルダーとの調

整 を 要 す る こ と か

ら、一定の期間を要

するものと考えてお

りますが、本市のま

ちづくりに最大限生

かせるよう、土地所

有者である財務省と

の協議も重ね、様々

な視点から、より望
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がすぐそばなので、ごっとんごっとんと低速で、振動

の問題はないと考える。  

・そこで線路側はオープンカフェとし、五種類のロマ

ンスカーを眺めながら、後ろを向けばステージがある

という構造。（小田急海老名にロマンスカーの博物館

みたいなのがありますが、それに匹敵あるいは上回る

人気を博すと思います）  

・目的は入れ込み人数の増加です。栄町三丁目の緑町

駅につながる道路（道の名前がわかりません。さがみ

不動産がある道）には飲食店がいくつもあり、第 2 の

東通り商店街みたいになると思います。 

・ホールにしても、座席の有無の是非等、どうしたら

よいかわかりません。いずれにしても、東京一極集

中、横浜一極集中でなく、神奈川県西部に一つくらい

2,000 人収容のホールがあってもいいだろうというの

が、考えのスタートにあります。 

・その他の機能（介護施設、養護施設等、お金のかか

る施設）も盛り込めると思いますが、ホールで儲けた

お金をつぎ込んで運用する。 

ましい土地の活用方

策について検討して

まいります。 

88 鉄道輸送力の増強や駅舎のバリアフリー化は重要であ

るが、鉄道や駅の利用者が増えなければその達成は難

しいし、経済合理性もない。鉄道や駅の利用者を増や

す唯一の方策は鉄道駅周辺に商業、生活利便施設、人

口を集積させて、脱クルマを促すことと考える。小田

原市内の主要鉄道駅周辺の整備、再開発、そのために

必要な地区計画に向けた行政の積極的な関与を実行計

画に要望する。 

Ｃ 本市では、立地適正

化計画において、集

約型都市構造の実現

に向け、市内 6 箇所

の鉄道駅周辺に都市

機能誘導区域を設定

し、医療、福祉、商

業等を誘導するとと

もに居住を誘導し、

多世代が歩いて暮ら

すまちを目指してい

ます。また、地域公
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共 交 通 計 画 に お い

て、中核となる拠点

や生活圏の拠点を結

ぶ地域公共交通ネッ

トワークの形成を目

指していくこととし

ています。鉄道駅周

辺 の 整 備 に つ い て

は、民間の再開発等

の動向を踏まえ、ま

ちづくりの目標・方

針等が定まった時点

で適時適切に都市計

画を検討してまいり

ます。なお、具体の

整備手法等について

は、事業化の段階で

作成することとなる

基本計画等に位置付

けてまいります。 

89 

 

３年間の実行計画における公共交通ネットワークの構

築は、単独で検討、執行できる施策ではなく、基本的

には都市基盤整備と生活空間の施策と組み合わせて考

慮されるべきと考える。「公共交通ネットワークの構

築」の内容として挙げられている取組も短期的な対症

療法でしかなく、構築という言葉は大きく、重すぎる

と考える。「公共交通ネットワークの改善」として、

この施策は「都市基盤整備」と「生活空間」の進捗次

第で変化することを説明すべきと考える 

Ｂ 本市では、集約型都

市構造を目指した立

地適正化計画と、拠

点間を結ぶ地域公共

交通ネットワークの

形成を目指した地域

公共交通計画を連動

させていくこととし

ており、地域公共交

通計画の計画期間で

ある令和 15 年度ま
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でに、社会情勢の変

化等に併せて見直し

を検討しながら、持

続可能な地域公共交

通ネットワークの構

築 を 目 指 し て い ま

す。 

地域公共交通計画に

位 置 付 け た 取 組 の

内、第７次総合計画

第１期実行計画期間

中に実施していくも

のを「主な取組」に

位置付けています。 

90 成果目標 4：目標値が 12 駅と 1 駅増となっているが、

現時点、鉄道会社へ意向打診もしておらず、対象駅も

未定との事。 

手を挙げた鉄道会社があり、バリアフリーメニューに

もよるが、協議・設計・施工を 3 年間で完成させるの

には無理があり、できないのではないか。 

よって成果目標は削除した方がよい。またバリアフリ

ー法対象外の駅整備についても、本当に整備するのか

議論が必要。 

Ｂ 鉄道事業者が主体と

なる事業であり、整

備内容によっては、

３年間で整備できる

と考えています。な

お、鉄道事業者から

箱根板橋駅のバリア

フリー化工事を実施

する意向が示された

ことから、令和８年

度当初予算で補助金

を計上しました。 

市内のバリアフリー

化されていない駅で

は、バリアフリー法

に基づく基本方針の

目標に設定されてい
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る、1 日あたりの平

均乗降客数が 3,000

人以上となっている

ところはありません

が、既存施設は法に

よりバリアフリー化

が努力義務とされて

おり、利用者等から

バリアフリー化を望

む 声 が あ る こ と か

ら、継続して鉄道事

業者に要望をしてい

く考えです。 

91 「生活空間」という施策タイトルとされた言葉は、施

策、取組には全く使われていないので、より内容と合

致する「住環境」か「住宅・道路・公園」への変更を

要望する。 

Ｂ 住環境は 4 つの詳細

施策のうちの１つで

あるため、住環境・

道路・公園をまとめ

て表す施策名として

「生活空間」としま

した。 

92 成果目標 3:目標値が要望件数 12 件となっているが、

要望にいっても整備推進とはならないので、目標値は

数値目標でなくてもよいので、市が進めてほしい(又

はできる)段階とすべき。例えば〇〇道路の工事着手

など。相手があるから、目標値設定できないは、理由

にならない。進める意欲がないだけ、または、進めな

くてよいと感じる。 

Ｄ 国道、県道等幹線道

路等のインフラ整備

につきましては、大

きく分けて調査・設

計、用地取得、工事

の 3 段階あり、その

うち用地取得の工程

が予算的にも時間的

にも大きな割合を占

めております。この

用 地 取 得 に お い て
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は、地権者との協議

が必須であり、地権

者との信頼関係を丁

寧に築いていくこと

が何より大切です。

工事の工程において

も、近隣住民や関係

者等のさらに多くの

方にご理解を深めて

いただくための丁寧

な説明等が欠かせま

せん。市としても、

国や県と連携し地元

調整等に鋭意取り組

んでおりますが、市

の考えだけで限られ

た期間内に一定の進

捗を成果目標として

設定することはなじ

まないと考えます。 

１０年以上を要する

幹線道路等の整備事

業においては、長期

に渡る切れ目ない安

定的な予算確保が必

要不可欠です。事業

を実施する国や県へ

継続的に要望をして

いくことが本市のイ

ンフラ整備の推進に

資する重要な活動で
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あると考えることか

ら、要望活動の件数

を成果目標として設

定し、市として継続

的に実施しようとす

るものです。 

93 一般的に住宅地の道路を整備することにより地価が上

昇し、不動産の資産性が向上する。その結果、不動産

の流動性が高まり、住民の流動性にもつながる。永住

志向の新住民だけでなく、短期的な移住者や二拠点居

住者も小田原活性化につながるのであれば、自己居住

用、賃貸用とも住宅の充実が関係人口増加のために重

要となる。しかしながら、住民の間で自然発生的に道

路整備が行われるとは考えられないため、行政や行政

と協力する不動産会社が主導して地区計画を策定し、

ランドバンクなどが空き地。空き家などを取得し、そ

れを利用した換地を伴う区画整理などを行う実験事業

を実行計画に要望する。 

Ｄ 小田原駅西口地区及

び小田原駅前東地区

では駅前広場や都市

計画道路といった公

共施設と一体的な整

備を目指しており、

その整備手法として

単独の市街地再開発

事業や土地区画整理

事業と市街地再開発

事業との一体的施行

など、様々な検討を

し て い る と こ ろ で

す。 

ご意見いただいた、

空き地、空き家を取

得し区画整理を行う

取組みについては、

他都市の先進事例等

を調査しながら、実

現の可能性を研究し

て ま い り ま す 。 な

お、具体の整備手法

等については、事業

化の段階で作成する
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こととなる基本計画

等に位置付けてまい

ります。 

94 老朽化、耐震化のマップがあるとよい。近年の降水量

による、エアハンマー、洪水被害等への注意が少しで

もできるようになるかもしれない。 

Ｃ ご意見を踏まえ、今

後の施策展開の参考

とさせていただきま

す。 

95 上下水道の健全経営のためには、基本的には総延長の

減少に努めるべきで、市街地においては道路整備によ

り基幹道路以外の枝道を整理するような区画整理、市

街化調整区域においては新規住宅地開発や既存住宅建

替えの抑制(副産物として農地の集約、農業の近代化

と職住の分離が可能となる)を実行計画に要望する。 

Ｂ 総合計画における実

行計画には、大局的

な視点に立った記載

ぶりとしており、各

インフラに係る整備

等の方向性は、各々

の個別計画に記載し

ております。 

96 成果目標 1：水道が抜けていると思うので修正した方

がよい。 

成果目標 2：下水が抜けていると思うので修正した方

がよい。 

Ａ 成果目標１：基幹管

路 の 耐 震 管 率 （ 水

道）（累計） 

成果目標２：重要な

管渠の耐震化率（下

水道）（累計） 

とそれぞれ水道・下

水道の別が分かるよ

うに修正いたしまし

た。 

97 成果目標他:下水道が未整備で悪臭をはなつ水路があ

るので、下水道の整備とともに整備率を成果目標を追

加した方がよい。 

Ｂ 上下水道の老朽化に

対する注目が集まっ

て い る 状 況 も 踏 ま

え、上下水道に共通

する耐震化について

を成果目標に設定し
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ております。なお、

ご指摘いただいた下

水道の整備率につい

て は 、 詳 細 施 策

2701 において「下

水道未普及区域の汚

水管渠の整備を進め

ます。」と位置付け

ております。 

98 下水道未接続世帯については、必ずしも下水道接続が

合理的な解決策とは思われない。高性能な浄化槽の利

用や、もし市街化調整区域であれば移転の誘導も選択

肢とすることを実行計画に要望する。 

Ｄ 本市については、都

市計画法及び下水道

法により、市街化区

域の公共下水道を整

備 し て い く こ と か

ら、市街化調整区域

については、合併処

理浄化槽の普及を進

め、市内全体の生活

排水処理施設の効果

的かつ効率的な整備

を推進していくこと

としています。 

99 上下水道の料金改定の記述がないが、この実行計画期

中は、料金改定をしないという事でよいのか。 

Ｃ いただいたご意見に

つきましては、今後

の社会状況を注視し

ながら必要に応じ検

討してまいります。 
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100 ３年間で取り組むこと 

詳細な内容について関係課に聞いたが、私が聞いた範

囲では P73 に記述されている「戦略的な投資、選択と

集中による歳出削減…務めます」と感じる取組はなか

った。逆に不要不急で投資効果の低い取組ではないの

かと感じる事が多かった。 

今までの取組みの効果検証と今後進める事業の再検討

をした方がよいのではないか。無理に予算消化するの

であれば、他自治体よりも少ない財政調整基金に積立

てた方がよい。 

Ｃ 各所管で実施してい

る事務事業について

は、行政評価や事務

事業の見直しを行う

ことにより効果検証

し、不要不急の事業

や投資効果の低い事

業については十分に

精査した上で、財源

の効率的な活用を図

ってまいります。 

101 成果目標１ 行政改革実行計画の取り組みに係る指標

達成割合 

①基準値が記されていないのは、順次の第６次が終了

して第７次になったからか？ 

② ①であるなら施策内容や成果が全く違ったとして

も、 第６次の目標値と達成率を記載することは、但

し書きを添えて参考値としても市民にとっては有用で

はないのか？ 

Ｄ ①新たな行政改革実

行計画が令和８年度

より開始予定である

ため、基準値は未算

定となります。 

②上記理由のため、

基準値は未算定とな

ります。 

102 財源確保の徹底について、新たな財源となるのは結局

のところ固定資産税、市民税、法人市民税の増収にな

るので、不動産価値を上げる施策、すなわち住宅地の

道路、区画の整備と事業用地の開発以外と現役世代の

移住促進、法人事業所の誘致の具体策を実行計画に要

望する。主な取組に挙げている「新たな歳入確保策の

検討」だけでは全く内容が無いに等しい。 

Ｂ ご 提 案 い た だ い た

「不動産価値を上げ

る施策の、住宅地の

道路、区画の整備と

事業用地の開発」に

つ い て は 、 「 施 策

25 都市基盤」及び

「施策 26 生活空

間」にて取組を位置

付けています。また

「現役世代の移住促

進」については「詳
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細施策 3002  公民

連携の推進と関係人

口の創出」、「法人

事業所の誘致」につ

いては、「詳細施策

1602 多様な手段に

よる働く場の創出」

にそれぞれ取組を位

置付けています。こ

れ ら の 施 策 を 通 じ

て、固定資産税、市

民税、法人税の増収

に資する不動産価値

向上や経済活動の活

性化を図ってまいり

ます。 

こちらに記載の「新

たな歳入確保策の検

討」の取組について

は、上記以外の新た

な歳入の確保策（広

告収入や不用品売払

いなど）を検討し実

施していくものとし

ております。 



75 

 

103 「生活空間」と関連する内容であるが、土地開発公社

をランドバンクとして活用し、地がたや接道の悪い物

件を積極的に取得し、隣地と換地などしながら区画整

理するような事業を検討すべきと考える。あるいは未

利用の住宅向け市有地があれば、区画整理を行おうと

する地区からの一時的、永続的な換地としたり、仮住

まい住宅としたりすることも検討できると考える。小

田原市の既存市街地には城下町や農地であった時代か

ら道路整備されていないものが多く、周辺の道路状況

や個別宅地の接道条件から住宅地と評価が低い、よっ

て流動性が低い(売買が容易ではない)ケースも多いと

認識している。新規の開発と異なり、既存市街地の道

路整備や区画整理には空き家、空き地の取得や換地の

提供という煩雑な作業をする必要があるが、それによ

って得られる利益が低い(宅地の値段が高くない)場合

は民間にはインセンティブが働きづらい。民間が所有

し取引する宅地の問題としてではなく、道路の問題と

して行政が取組む必要があることになる。行政にとっ

ては道路整備によって上下水道の整備も容易になり得

るし、緊急車両の通行も可能となる。整形地が増えれ

ば固定資産税の増収も見込める。必ずしも土地開発公

社がランドバンクの主体となる必要はないが、保有私

有地の活用や区画整理後の出口まで決まった事業にお

いて土地の一時所有をするなど、道路整備、区画整備

へ参画させることを実行計画に要望する。 

Ｄ 小田原市土地開発公

社は、国の経営健全

化対策等の活用を経

て、現在は文化財等

緊急性を伴う事業で

ない土地の取得や一

時保有は行わないこ

ととしております。

また、土地開発公社

は「公有地の拡大の

推 進 に 関 す る 法 律

（ 公 拡 法 ） 」 に よ

り、市からの依頼で

公共施設や公共事業

用地の計画的な取得

を目的としているた

め、民間取引が難し

い地形不良地や接道

困難地を公社が積極

的・恒常的に取得・

換地することは難し

い状況です。 



76 

 

104 施設運営の効率化や保全、職員の育成や管理につい

て、対応してもらう市民側から体験を元にした所感と

依頼 

実例① 

外部企業名の入った名札を付けた係員への、問い合わ

せに対する対応で、問い合わせ自体への回答の他に必

要で適切な情報を受けることが出来た 。 

実例②(当事者ではなくその場に居合わせた) 

利用施設の付帯設備を使用する際、故障による利用不

可を申し出た(対応者は高齢の職籍は不明の職員)とこ

ろその事実の把握が出来ておらず、施設使用料とは別

途に代替機器の使用料を支払わなければならなかっ

た。 

所感と依頼 

アウトソーシングが良くて高齢者再雇用 (個人的予

想：正職員なら尚更問題だが)が良くないと言うこと

ではなく、各機関、施設に於ける従事者は様々な所属

の方が従事している現状であれば、当該現場が何より

も利用者に対して最善ではなくても必要であることを

常に把握することとその変化も把握しなければ、利用

者の不自由だけではなく安全に関わる事柄を見逃すこ

とは基本のはずなので前記の実行に注力して頂きた

い。 

Ｄ 従事する業務に関す

る正しい知識や接遇

は、所属や職位、勤

務地等に関わらず全

ての職員が身につけ

ておくべきものであ

る と 考 え て お り ま

す。 

各職場での指導や職

員研修を通じ、適切

な行政サービスを提

供できるよう努めて

まいります。 

105 市有資産経営の推進について、不動産運用、財務、金

融の知識と経験のある職員を採用しない限り、掛け声

だけで実践はできないと考える。これまでに運営され

ていない業務のエキスパートを小田原市の行政組織内

で育成することは当然に不可能であり、コンサルタン

トに頼っても経費と時間の浪費となるだけで現実的で

ない。別の詳細施策に職員の確保とあり、主な取組に

「有能な人材の確保と人事管理」とあるが、より具体

Ｃ 高度な専門性を有す

る人材の確保につい

ては、課題であると

認識しており、主な

取 組 に お 示 し し た

「有能な人材の確保

と人事管理」にて、

不動産運用・財務・
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的に有能さの分野、必要とするスキルセット、経験の

程度を定義し、そのような人材を活用できる人事管理

の在り方を調査、研究する手段を実行計画に要望す

る。特に公営企業の経営や管理には予算の編成や執行

とは全く別の能力が必要であることは、先般の病院建

設資金調達のための企業債起債漏れ３７億円ではっき

り認識できたと思う。そしてその影響を正しく理解し

て善後策を講じる能力のないことも、市議会に提示し

た資料、市議会における答弁から読み取れる。予算と

異なり、変動する収入と経費のもとでの困難となる自

己資金の管理、その自己資金の調達と運用、調達、あ

るいは運用の巧拙によって生じる営業外の利益や費用

の予測と測定について能力と経験を備えた人材など、

具体的なジョブディスクリプションを示した人材の確

保を実行計画に要望する。 

金 融 分 野 の ほ か 、

IT、土木、建築等の

分野の専門人材の確

保についても包摂し

て表現しているもの

と考えています。故

に、スキルセットや

経験の程度等の情報

をすべて記載するこ

とはせず、現状の表

現のままとさせてい

ただきます。 

具体的な人材管理の

在り方や職務記述書

（ジョブディスクリ

プション）の明確化

等といった手段につ

いては、今後の課題

として検討してまい

ります。 

106 ジャンパー、予算申請出し忘れ、職員ではないが、議

長出張中のキャバクラ、工事贈収賄等についてであ

る。 

議長の件は、公費を使用していないと主張しているよ

うだが、当然使用していれば大問題である。しかし、

そのような問題ではない。フランス発祥の、ノーブレ

スオブリージュという言葉がヨーロッパにはあるそう

だ。責任や地位のある人間には高い義務や行動が求め

られる。選挙で選ばれ公務についているならば、市民

のために日夜努力しなければならない。当たり前のこ

とである。逃れられない事情で、残業代なくして夜遅

Ｄ 市民の目線で考える

こと、コンプライア

ンスを意識し高い倫

理観・使命感を持っ

て行動すること、正

確性を期して仕事を

することは重要であ

り、そのような力を

身に付け発揮できる

よう、職員研修など

を通じて職員の育成
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くまで残業せざるを得ない市民も多くいるはずだ。そ

のような市民の前でどう説明するのか。それどころか

逆に訴えたとも聞く。更にこの議長を更迭できない当

時の市長、議会も大問題だ。未成年にも影響を及ぼ

す。これが昔からある小田原の姿だ。内部で癒着し、

自浄作用もなく、他者を排除し、自治のガバナンスが

効いていない。市民を愚弄している。 

売上目標に翻弄され、希望退職の危機に直面し、日夜

必死に勤務する企業人も多くいる。全く危機意識と真

剣さが感じられない。言語道断である。 

これらの輩に市民の血税を供与する必要は全くない。 

このような反市民的行為は、文字としての情報である

が、ごみ処理センターでは無礼な扱い、業務に対して

責任感のない言動、マロニエでは業務の結果を検証し

ない、また日々の業務を改善していく姿勢が見られな

い、など、極めて腹立たしい実体験がある。職員間の

情報伝達の悪さ、というより職場がうまくいっていな

い、職場教育の不備、これも教育などない、倫理観の

欠如、無礼、非礼。更にまたもし仮に外注を行ってい

るのであれば、業務を行う上でのそれなりの準備をす

る必要があるだろう。職員の問題である。 

これらも展示会同様、二度と来るかと思わせる。 

このような事例は、全て同一の線上に載る共通した公

務員とは思えないクオリティの低劣さである。マロニ

エの募金箱一つ挙げても、改善がなされず（すぐに見

える場所にない、募金に応ずるにも順番の番号札を取

れ、と。これは絶対にやめてもらいたい。募金に応ず

るために列に並んで順番を待つ必要がなぜあるのだ？

募金に並んでいる人は一人もいないのに、だ。非合理

な自分たちの決まりを通すために、市民の利便性や時

間の無駄を強いている。このようにして日常を送り、

に 努 め て ま い り ま

す。 
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改善しようという意識さえない。）  

その後はヨーカドーの募金箱をずっと利用している。

極めて応じやすい。これでは市民のための出先機関で

はない。募金の機会さえ失っている。公的使命を創意

と工夫、努力で遂行しているとは思えない。市役所の

業務の基本から考え直すべきである。 

市民から苦情が来れば、そこだけミクロ的に修正した

だけで、根底から考える手法を身に着けないと、より

よい改善にはならない。サステナビリティにもつなが

らない。 

これらのことは、今回のパブリックコメントとは別の

問題に見えるかに思われるが、そうではない。組織を

含めた人災によって、唱える「将来都市像」から乖離

し、将来に対して不安な町になっている。 

残念ながら、このような職員、組織が企画立案したす

べての計画には「信頼性を感じない」。 

（本計画に筆者が真剣に対峙していないという意味で

はない。真剣に取り組んだつもりである。誤解のない

よう） 

さて、このような事例から、これらを黙認しているわ

けにはいかない。市役所から変えるべきである。多様

な主体の中に市役所がある。内部にも視野を広げなけ

ればならない。市民からの反応が薄いとすれば、それ

はすでに、突き放されているか、市民の知恵が行き届

かないかである。前者だと思う。 

「市役所が市民のために存在し、機能することは一体

どのようなことなのか」を問い直し、再構築すべきで

ある。これを本計画に組み入れるべきである。 

今頃、チームを立ち上げても遅い。切迫感がない。だ

から再発する。対症療法やアリバイ作りにさえ見え

る。 
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個別のチームでは歴史に残らない。ネガティブな問題

が醸成された歴史を後世に残す必要がある。それを行

わないと再発する。 

20 年先の地方自治、地方公務員の在り方の「目指す

姿」を描き、それに向かって実行する計画を立て、そ

の施策を実施し、そしてそれが組織の清潔で論理性に

富んだ生産物・行政を生み出し、市民の福利に多大に

供されるよう考え直すべきである。 

107 職員の育成として、コンプライアンス意識を高める取

組は、特に収賄で逮捕者を出したような組織では、必

要と理解する。ただそれだけでは不充分であり、加え

て、実際にコンプライアンスに違反する事例がないか

どうか調査、あるいは検査する機能も必要となる。通

常のラインに位置するコンプライアンス推進組織とは

別に、ラインから独立したコンプライアンス審査部を

設置することを実行計画に要望する。 

Ｃ 職員コンプライアン

ス 意 識 の 向 上 に 加

え、法令違反等を調

査及び検査する機能

の強化は重要と認識

しております。 

現在、外部の弁護士

をコンプライアンス

推進アドバイザーと

して活用し、第三者

的な立場からの助言

等を受ける仕組みを

設けていますが、今

後はこうした外部関

与の実効性を高めつ

つ、さらなるチェッ

ク機能の在り方につ

いても検討してまい

ります。 

108 AI 活用の基準を作成することが必要である。変化の

激しい分野なので（特に IT 犯罪等）、講習会、勉強

会、他部署との連携を行い、準備をすべきである。同

時に承認時の手順も定めるべきである。 

Ｄ 本市では実証実験を

経て、令和７年度か

ら地方自治体専用ネ

ットワーク内で利用
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でき、職員が質問等

した内容が学習に利

用されない仕組みの

生成 AI の運用を開

始しております。 

生成 AI はその特徴

を 踏 ま え あ く ま で

「補助的なツール」

と位置づけ、業務に

おける検討・判断は

人間である職員が責

任を負うものとして

おります。 

そのため、利活用に

当たっては、業務遂

行時の最終的な確認

は職員が徹底するこ

とや著作権関係のト

ラブル等を防止する

ための注意点等を記

載した利活用ガイド

ラインの作成及び周

知のほか、講習会の

実施、専用チャット

の設置による情報共

有など、安全に利活

用するための取組み

を行っております。 
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109 最近話題となる関係人口についても施策、取組が必要

と考えるが、一時的な居住や長期滞在、リピート訪問

に適した賃貸住宅、別荘、民泊などの施設の充実、コ

ミュニティへの参加につながる体験型イベントの開催

を要望する。 

Ｃ ご意見を踏まえ、今

後の施策展開の参考

とさせていただきま

す。 

 

  



83 

 

（６）「協働プロジェクト」に関すること 

№ 意見の内容（要旨） 
区

分 

市の考え方 

（政策案との差異を

含む。） 

１ 電力の地域独占体制に変更が加えられ、いわゆる新電

力会社が電力の売買市場に参入しているが、送配電に

ついては地域独占が維持されているなか、「地域循環

共生圏の構築」、「電力地産地消プラットフォームの

構築等によるエネルギーの地域自給」とあるが、系統

接続を利用した電力地産地消プラットフォームでは全

体としての費用がさほど削減されず、発電者、消費者

の双方が享受できるほどのメリットを生み出すことは

困難と考える。例えば小田原市と同様に「重点対策加

速化事業」の補助金事業を行った開成町では湘南電力

とのパートナーシップにより「開成町カーボンフリー

の電力プラン」を始めたが、需給のマッチングを行わ

ず、独自の配電設備は持たずに東京電力パワーグリッ

ドの電気設備を利用する、いわば、なんとなく地産地

消、程度のものであり、町内の電力消費者にとっての

メ リ ッ ト は 1 円 /kWh に 止 ま る (https://shonan-

power.co.jp/global-image/units/upfiles/228517-1-

20250829123656_b68b1205876a6f.pdf)。電力消費者に

とって、支払う電力料金が同水準であれば、あえて地

域自給の電力を優先して購入する理由はあるのか説明

を要望する。また地域自給の電力で余剰が生じた場

合、発電事業者に出力制御義務を課すのか説明を要望

する。なお、小田原市の電力地産地消プラットフォー

ムにおいては、発電事業者に対して、初期投資につい

ての補助金に加え、疑似 FIT とでもいうべき長期固定

の高値買取制度で優遇している一方、市内の電力消費

者に対する経済的な支援はなく、同じ湘南電力をパー

Ｄ 電力の選択において

は、電力料金以外の

付加価値として、地

産再エネの拡大を含

む地域への裨益が考

慮されることがある

と認識しています。 

出 力 制 御 に つ い て

は、プラットフォー

ムは配電業ではない

ため、義務を課すこ

と は で き ま せ ん の

で、一般送配電事業

者が供給区域毎に実

施いたします。 

電力地産地消プラッ

トフォームにおける

電力需要家への販売

単価は、今後、地産

再エネ供給事業者が

定めるものですが、

湘 南 電 力 に お い て

は、一部割引が適用

となる安価な再エネ

も 供 給 し て お り ま

す。 
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トナーとしているので、開成町民に対する電力料金割

引のしわ寄せを小田原市民が負担するおそれもあるた

め、小田原市においても開成町と同様の市民割引電力

料金を要望する。 

２ 地域内の熱供給や配電などの設備事情の異なるドイツを

参考にするなどとあまり風呂敷を広げずに、自家消費、

オンサイトＰＰＡ、自己託送に平準化と自立のための蓄

電池を加えた、設備コストを吸収できる規模の太陽光発

電に専念すべきと考える。加えて集合住宅や住宅密集地

で、共同で発電し、自家消費するナノグリッドなどに工

夫と実証を重ねるべきと考える。「地域循環共生圏」、

「エネルギーの地域需給」で言うところの地域とは何を

指しているのか、どのような規模、単位なのか説明を要

望する。 

Ｄ エリアエネルギーマ

ネジメントにおいて

は、オンサイト自家

消費が最優先と考え

ていますが、余剰電

力の活用も重要と考

えております。 

電力地産地消プラッ

トフォームは、当面

小田原市内を対象と

す る 予 定 で す が 、

「地域循環共生圏」

及び「エネルギーの

地域需給」は、小田

原市内に限らない取

組を進めていくこと

を 志 向 し て お り ま

す。 

３ 「地域循環共生圏の構築」における環境再生プロジェク

トには市街化調整区域などにある既存住宅、事業者の積

極的な移転推進、再建築不許可を含むことを確認した

い。農地の生産性を高める集約化のうえに行う整備と住

宅向けインフラの整備を同時に行うことは非効率と考え

る。 

Ｄ 環境再生プロジェク

トは農地に関わらず

市内にある遊休地を

対象に環境保全と併

せて多面的な活用を

図る事業であり、地

域の団体や個人と協

働し再生活動をして
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いく事業となってお

ります。 

４ 地域循環共生圏も地産地消による地域経済循環も具体的

な内容を想起させない表現であるが、たぶん似たような

発想に、米国の MAGA 運動があり、衰退した米国製造

業を復活させる目的で輸入品に高い関税を課し、人為的

に米国製品の競争力を高める施策がある。トランプ関税

もブロック経済的な地域経済循環共生圏の考えに基づく

ものと理解できる。しかし、なぜ現状では地域内のみで

循環が完結していないか考えれば、比較優位などという

言葉を持ち出さなくとも、生産者、流通業者、消費者そ

れぞれが自己の生活を豊かにするため合理的な行動をと

った結果と気付くことができる。トランプ関税の例をみ

ると、行政が強権的に介入して急進的な施策をとったこ

とによりに様々な軋轢を生んでいる。他国との関係悪化

を除外しても、自国内における輸入者、生産者と消費者

の価格上昇をめぐる利害の対立、生産過程における原料

価格の上昇や物資、労働力の不足、消費者にとっての価

格上昇や選択肢の縮小がある。市場経済で解決できない

領域として市民が共有する資源 (コモンズ )の管理や安全

保障の問題があることは知られているが、小田原市とし

て取るべき施策はコモンズの問題に個別、限定的に対処

すること、県や国など、より上位でより広範な施策の主

体となり得る機関に陳情することで充分と考える。経済

主体の合理的な判断と行動を行政や政策が阻害すること

は極力避けるべきで、介入は必要最低限に止めるべきと

考えるが、関税課税権など持たない小田原市がどのよう

な有効な具体的施策を実行できるのか説明を要望する。

また、市場経済により解決すべき問題に行政が介入する

ことのデメリットをどの程度認識しているのか説明を要

望する。 

Ｄ 本市では、農業、水

産業、観光など、本

市特有の資源を活か

した産業振興につい

て、それぞれ目標を

掲げ施策を実施して

おります。 

また、広域的な政策

が必要な課題につい

ては、県や国に対し

要望活動を行ってお

ります。 

行政介入のデメリッ

トとして、価格上昇

や自由な選択肢の制

約、競争の阻害など

市場経済のダイナミ

ズムが失われる可能

性を十分に認識して

おります。こうした

点を鑑み、市民生活

や地域の発展を支援

するバランスをとる

ことを基本姿勢とし

ております。 
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５ 農産品、水産品の地産地消については市が予算を使わな

くともＣＧＣに加盟する地元食品スーパー、大手食品ス

ーパー、ＪＡ直売所において地元産品が専用コーナー

で、あるいは地元産との表示、生産者特定をして小売り

されている。消費者は地元産以外の商品と比較し、選択

している。このような現状を、生産者、販売者、消費者

にとって市場経済的に合理的な状態と捉えるべきと考え

る。「農林水産物の地産地消の推進」とあるが、既に生

産者、販売者、消費者による推進の努力が行われている

ことは地元産品の専用コーナーが証明している。市が予

算を使えば更なる推進が可能と考えるのは、よくある市

場を無視した行政の驕りであり、また単発、一時的な税

金の支出、イベント開催や補助金、によって販売促進し

ても効果は持続しない。実行計画において無駄な単発、

一時的な販売促進を予定しているのか、その他の有効で

持続する具体的方策があるのか説明を要望する。 

Ｃ 既に一部の生産者の

商品が小売店で地元

産品の専用コーナー

で販売されているこ

と は 承 知 し て い ま

す。今後はさらなる

拡大となるよう支援

していきたいと考え

ております。 

また、有効な推進が

できるよう民間の団

体等とも協働しなが

ら 進 め て ま い り ま

す。 

６ 単なる販売促進の活動でなく、商品そのものや価格に

変化があれば、経済活動の結果として地産地消が進む

ことも考えられる。例えば既存小売店で取り扱い困難

なＢ級品の商品化、栽培方法の変更や流通経路の見直

しによる小売価格の引き下げ、などがあれば当然に地

元産品に対する需要が増大する。一般に生産性が低い

減農薬や減肥料で栽培した農産物を、高付加価値方向

に差別化して小売価格に反映させる手法については消

費者側に決定権があり、消費者を納得させるためには

ＪＡＳ認証の利用などある種の証明が必須と考える。

実行計画において差別化を含むどのような地元産品に

ついての商品戦略を行うのか説明を要望する。 

Ｂ ブランドなどの商品

の差別化は、生産者

と協同して進めない

と実現できないもの

であり、生産者の意

見を聞きながら、効

果的な施策を進める

とともに、ＪＡかな

がわ西湘農業協同組

合や神奈川県とも連

携し、地産地消を進

めてまいります。 

７ スーパー、直売所などの小売施設とは別の消費者への

リーチとして生協などの宅配がかなりの程度で普及し

ているが、宅配では地元産品の取り扱いに濃淡がある

Ｄ 生活協同組合は一般

的に消費者を組合員

とし、組合員からの
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と理解する。地元産品の取り扱いに比較的熱心な「生

活クラブ生協」でも小田原には店舗、「デポー」がな

いと理解するが、これは小田原の生産者、消費者双方

に地産地消などのニーズがないことの現れではない

か。そのような現状で市からの呼びかけに応じるかは

不明だが、生協などの宅配であればＣＳＡ(地域の消

費者コミュニティが地域の生産者を支援する農業)的

な取組も可能であり、市の予算を使わず農林水産物の

地産地消の推進を試みることができる。生活クラブ生

協のデポーなどがなくとも、環境への負荷の高いトラ

ックによる戸別配達を、公民館など地域の拠点への集

団配達に切り替え走行距離、駐車時間を節約する取組

もできると考える。公民館などの配達拠点が災害時の

一次避難所、地域の居場所でもあれば、太陽光発電、

蓄電池、大型冷凍冷蔵庫などの設備を導入し、宅配物

の一時保管に活用することもできる。週1回の配達で2

日以内の引き取りなどルールを定めれば、消費者の利

便性も増すかもしれないし、もし余った食材などあれ

ばフードバンク、子ども食堂などで利用することもで

きる。集団配達により戸別配達と較べた配達料の割引

があれば、キックバックを受けて公民館など地域拠点

の運営経費に回すこともできる。地元産品については

拠点単位で最低ロットを定めた共同購入とすれば、生

産者には1週間後の確実な売上であり、流通のロス、

経費、マージンの削減を販売価格に反映できるかも知

れない。また公民館など地域の居場所としての機能が

向上すれば、地元産品を取り扱う物販トラックやキッ

チンカーなどの無償、有償の使用も検討できると考え

る。最も重要なのは、給食などと異なり、行政がほぼ

介在しない民間による経済合理性に基づいた取組と言

えることである。生協など宅配での地元産品取り扱い

出資金で運営をして

いる組織であると認

識しております。そ

のため、宅配での地

元産品の取扱いや販

売・配送方法などに

ついては、組合員の

考えなどが反映され

る も の と 思 わ れ ま

す。 
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についての見解を要望する。 

８ 「健やかな食のまち」に関連して、民間ではオーガニ

ックを謳った専門小売店や、通販会社も「らでぃっし

ゅぼーや」や「Oisix」など複数ある。実行計画中で

「オーガニック」という言葉を確認したところ「子育

ち」に「公立保育所等では、地域に根差した食育を推

進するため、オーガニック食材を活用し、食の楽しさ

や大切さを感じられる給食の提供に取り組んでいきま

す」という施策があった。オーガニック食材の定義は

JAS認証以外に確立しておらず、その付加価値につい

ての認識も様々な考え方がある。そのような状況で公

立保育園がオーガニック食材を調達するということ

は、農産物市場に行政が影響を与えることとなり、結

果として地元産オーガニック食材という未成熟な市場

の公正な価格形成を阻害し、市場の拡大をむしろ妨げ

る可能性もある。オーガニック食材こそ民間スーパー

の専用コーナー、生協などの宅配市場での取り扱いが

定着し、物流量や価格形成が安定してから給食などに

導入を検討すべきと考える。ちなみに品川区のオーガ

ニック給食のケースではＪＡＳ認証の有機栽培か特別

栽培と定義を明確にした発表 

(https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/ 

20250120110302_2 .pdf)をしており、当然ながら品川

区内の地産地消とはしていないので、ある程度数量と

価格の関係が確立している市場からの調達と考えられ

る。一方で小田原市でも上映された「みんなの給食」

という映画ではHP(https://www.mirai-lunch.jp/)の

「イントロダクション １子どもが元気になった！」

に『「地産地消、出来るだけ農薬を使わない食材で作

Ｂ 公 立 保 育 所 の 給 食

は、子どもの成長に

欠かせない重要な役

割を担うと同時に食

べ る こ と の 楽 し さ

や、食といのちのつ

ながりを学ぶ大切な

教育の場です。 

オ ー ガ ニ ッ ク 食 材

は、通常の食材と比

較して生産量が少な

く、気候や季節によ

る影響を受けやすい

ので、安定的かつ大

量の食材が求められ

る保育所の給食を、

オーガニック食材だ

けで賄うことは難し

いと考えています。 

そのため、本市とし

ては、すでに取り組

んでいる、地場産食

材の活用や生産者と

の交流、園内での栽

培体験と同様に、食

育の一環として、オ

ーガニック食材を活

用していこうとする
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られた給食」を「オーガニック給食」と総称していま

す。有機100％の給食ではありません。』との注記が

ある。このように片やJAS認証の栽培方法、片や地産

地消とその対象が大きく異なる「オーガニック」とい

う言葉を施策に取り入れる場合はその定義を明確にす

る必要があると考える。オーガニック専門店や専門通

販を除く一般の食品スーパーや生協の宅配でのオーガ

ニック取り扱いは非常に少ないのが現状であり、さら

に地元産品と限定してのオーガニックは品数、数量と

も不足すると考えられる。またJAS認証を受けていな

い自己認定のオーガニックには品質や表示に問題のあ

るケースも多いと理解する。オーガニック専門店や専

門通販ではJAS認証が無い場合は独自の審査により品

質とブランドを維持していが、小田原市が自前で審査

することは不可能あるいは不効率と考えられるので、

もし公立保育所等で「オーガニック食材」を活用する

場合はオーガニック専門店や専門通販を経由すること

を要望する。 

また地元産品についてJAS認証以外の方法でオーガニ

ックの確認をする場合にも審査方法、能力の確立した

オーガニック専門店や専門通販を経由させることによ

りオーガニック価値の確認をすることを要望する。結

果として行政による市場経済への介入とその影響を排

除することができる。 

また、市の環境部環境政策課職員が事務局業務を行っ

ている「おだわら環境志民ネットワーク」による「グ

リーンセレクション」のように、行政経費を使いなが

ら、実質的な審査は無しに申請があったので認定しま

したという無意味、かつ会員であれば既得権益が発生

する制度は見直すことを要望する。どうしても市独自

に審査をするということであれば、環境部などではな

ものです。 

「森里川海ブランド 

Green Selection 」

につきましては、小

田原の自然環境に貢

献しているモノやサ

ービスとして認定す

る、おだわら環境志

民ネットワークの自

主事業です。 

その認定にあたって

は、小田原の森里川

海のめぐみにより成

り立っているもので

あるか、小田原の自

然環境に貢献してい

るか等認定基準を設

けて適切な審査を行

い認定し、効果的な

PR につなげることで

おだわら環境志民ネ

ットワークのビジョ

ンである「豊かな森

里川海を次世代に」

を実現していくため

の取組となっており

ます。 
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く、経済部農政課に県の農業技術センターから専門家

の出向を受け入れて圃場の現地視察や残留農薬検査な

どを定期的に行うなど実質を伴った審査としなけれ

ば、もし問題が生じた場合の責任の取りようがないと

考える。学校給食の米飯に異物混入と騒いだが、幸い

にして具体的な被害が無く、県を通して調達した食材

であったためか、結局、カビ毒の検査結果など健康に

あたえ得る影響について詳細な報告がなされなかった

事例が記憶に新しい。このような体制では問題がある

と考える。 

９ そもそも農林水産省による「みどりの食料システム戦

略」や「オーガニックビレッジ宣言」は、欧州の「グ

リーニング支払い」の日本版であって、農業振興と耕

作放棄の防止を図るには、生産高に連動させた補助金

や就農継続のための戸別補償金では高くつくのに対

し、比較的生産性の低い自然農法、有機農法への転換

を誘導することにより生産調整と中山間地の環境保全

が共に達成できるので、化学肥料を抑制した環境を保

全する取組や有機農業を補助した方が効率的との政策

判断に基づくものと理解している。あくまで生産調整

効果と栽培過程における環境保全に着目した政策であ

って、産物としての有機農産物に慣行農産物に対する

なんらかの優位性を認めての政策ではないと理解して

いる。市として、国からより多くの財源を獲得できる

ような施策を採用することは合理的だが、その背景に

様々な意図のある国策を、ナイーブにも、額面通りに

受け取り市民にアピールする必要はなく、むしろ冷静

な判断が求められる。その農産物に関して地域に比較

優位があったり、輸入品も含めて全国的な超過需要が

あったりするならば農法にこだわらず、生産性を向上

させるべき局面も当然にあり得る。市内の農産物それ

Ｄ 「みどりの食料シス

テム戦略」等に対す

る貴重なご意見あり

がとうございます。

農業者が農産物を自

由に選択して生産す

る こ と は 当 然 で あ

り、有機農法や慣行

農法のいずれについ

ても生産者を支援し

てまいりたいと考え

ており、県やＪＡか

ながわ西湘農業協同

組合と連携して、農

業者に有用な情報提

供も進めていきたい

と考えております。 

また、地権者の同意

が得られた上で、効

果的な整備ができる

場合は積極的に圃場
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ぞれに関し、県とも協力して比較優位の状況、需給の

状況を確認し、その分析データを農業事業者と共有す

ることを実行計画に要望する。データの活用と判断は

農業事業者が行えばよいので、ウメもミカンもオレン

ジもレモンもキウイもワイン用ブドウもオリーブも、

主食米も飼料米も酒米もメダカ米も多収穫米も有機栽

培米も特別栽培米も、農業事業者が自由に判断して生

産できる施策を要望する。また耕作放棄地に関して

は、圃場を集約化して整備する一方、他の用途がある

場所を都市計画区域に線引きして解決することが合理

的であり、そのような取組を実行計画に要望する。他

の用途の無い中山間地域などの農地については環境保

全型農業直接支払交付金などの支援策を活用すること

になると考える。 

の集約化に取り組ん

で行きたいと考えて

おります。 

10 「地産地消による地域経済循環」における販路拡大、

消費拡大とは市内の居住者、訪問者のみを対象とする

施策であることを確認したい。基本的に市が農産物な

どのマーケティングは行うべきでないが、市内に限定

するのであれば既存の広報メディアを利用して費用を

かけないことも可能であろうが、市外をも対象とする

のであれば非効率とならざるを得ないと考える。 

Ｄ 生産される農産物の

種 類 や 生 産 量 に よ

り、その対象者の捉

え方も変わるものと

考えております。 

例えば湘南ゴールド

などは、市内に限定

することなく県内で

の地産地消と捉えれ

ば、神奈川県とも協

同して行うことで、

効果的に消費拡大に

繋がるものと考えて

おります。市外産と

競合する米や野菜な

どで、市内での需要

で消費拡大が図れる
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ものは市内での地産

地消を進めることも

有効であると考えて

おります。 

11 協働プロジェクトの「地産地消による地域経済循環」

において「恵まれた環境の基に産出される農林水産物

の付加価値を高めるため、新たな特産品の開発や品質

向上の研究などを進めるとともに、市民が地域の恵み

を感じ、生産を支援しながら享受できる仕組みを構築

します」とあるが、これが農業算出額に与える影響に

ついても説明を要望する。 

Ｄ 消費者と生産者がお

互いに支えあうこと

で、生産者が安心し

て生産に取り組むこ

とに繋がり、農産物

の生産拡大、後継者

の確保、離農の抑止

などにより、農業産

出額に良い影響を与

えることを期待する

ものです。 

12 「未来を創る都市デザイン」の内容として小田原駅周

辺のまちの更新と路線バスの減便・廃止についてだけ

が書かれているが、趣旨が明確に伝わらない。「都市

基盤」において「本市では都市機能や居住が集積して

いる鉄道駅等の周辺を拠点とし、各拠点が公共交通で

結ばれた多極ネットワーク型コンパクトシティの形成

を目指しています」とあるが小田原駅を広域拠点、い

くつかの周辺駅を地域拠点とする鉄道網を生かしたコ

ンパクトシティを原案とするのかどうかという前提を

確認したい。 

Ｂ 本市では、立地適正

化計画において、集

約型都市構造の実現

に向け、市内 6 箇所

の鉄道駅周辺に都市

機能誘導区域を設定

し、医療、福祉、商

業等を誘導するとと

もに居住を誘導し、

多世代が歩いて暮ら

すまちを目指してお

り、既存の鉄道と路

線バスを維持・確保

し、中核となる拠点

と生活圏の中心とな

る拠点が相互に連携
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し、段階的な生活圏

を形成する「多極ネ

ットワーク型コンパ

クトシティ」の形成

に向け、道路・公共

交通を軸にネットワ

ークの構築を図って

いくこととしていま

す。 

13 小田原駅周辺地区のまちの再生について、小田原市が

大きな利害をもって直接に関係するのはハルネの赤

字、老朽化対策と考える。私見ではあるが、老朽化だ

けでなく荷捌きや搬入経路の欠点もあり、ハルネを単

独で再生することはほぼ不可能と考える。隣接する民

間商業ビルの建替えと、地上部分のロータリーとバス

ターミナルの更新、ロータリー空中権の取り扱いを総

合的に検討することが必要と考える。主なアクション

をより具体的にするため、ハルネ、東口ロータリーと

隣接商業ビル、バスターミナル、小田原駅デッキの全

体を対象とした総合的な再開発の検討を加えることを

要望する。 

Ｂ 小田原地下街は、施

設の老朽化とバック

ヤードの狭隘性とい

った課題はあります

が、まずは収支の改

善を図るため、施設

内容や運営方法の見

直しのほか、老朽化

した設備等の更新を

進 め て い く 考 え で

す。 

また、小田原駅周辺

の望ましい姿につい

ては、協働プロジェ

クト「７ 未来を創

る都市デザイン」に

おいて、「小田原駅

周辺地区のまちの再

生に係る検討」を主

なアクションに位置

付け、検討していく

こ と と し て お り ま
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す。 

14 小田原駅周辺の観光客向け施設はほぼ充足していると

考えるが、住民にとっての利便施設は食料品スーパ

ー、大型電気量販店、スポーツ衣料・用品店などが不

足と考える。東口、西口を問わないが住民向けの商業

施設、特に広い床面積を持つ施設を誘致することを要

望する。 

Ｂ 地元まちづくり組織

と市が協働で取り組

む小田原駅西口地区

や小田原駅前東地区

の市街地開発の検討

において、「日用品

等の買い物をする場

所 が な く 不 便 」 、

「 大 規 模 商 業 店 舗

等、駅前の生活利便

施設の不足」といっ

た課題が挙げられて

います。こうした課

題を踏まえ、今後、

小田原駅周辺に必要

な機能を検討してま

いります。 

15 地域交通のリ・デザインについては、交通自体をいく

ら変更しても無駄であり、採算の取れるラインまで利

用者のベースを拡大することが必須と考える。もし既

存の鉄道網を生かすことが前提であれば小田原駅だけ

でなく地域拠点となるいくつかの駅周辺に生活利便施

設（食料品店、衣料品店、理美容、金融機関など)を

集積すべく再開発し、人口の集積も促す必要がある。

これにより広域拠点である小田原駅と地域拠点である

各駅間の鉄道を利用した移動が増加すると思われる。

主なアクションに地域拠点駅周辺の再開発を加えるこ

とを要望する。 

Ｄ 本市では、集約型都

市構造を目指した立

地適正化計画と、拠

点間を結ぶ地域公共

交通ネットワークの

形成を目指した地域

公共交通計画を連動

させていくこととし

ており、立地適正化

計画において、都市

機 能 誘 導 区 域 に 医
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療・福祉・商業・行

政施設等の誘導を図

るとともに、地域公

共 交 通 計 画 に お い

て、中核となる拠点

や生活圏の拠点を繋

ぐ地域公共交通ネッ

トワークの形成を目

指していくこととし

ています。市内 6 箇

所の鉄道駅周辺の整

備については、民間

による市街地開発の

動向を踏まえて検討

してまいりますが、

「７  未来を創る都

市デザイン」では小

田原駅周辺地区を対

象としております。 

16 拠点間の移動の主体が鉄道となれば、住民がバス便に

期待する役割は拠点と拠点をつなぐことよりも地域内

循環の手段となる。特に箱根方面であれば、観光客向

け路線と分離された、住宅地を１周１時間以内程度で

往復または循環するミニバスの利便性が高いと考え

る。小田原駅を起点、終点とする相洋高校、城南中

学、荻窪IC、マックスバリュを経て市役所、市立病院

へのルートの往復、中町、東町、寿町、扇町、井細

田、久野を通って市役所、市立病院へ向かい、丹羽病

院を経由して戻る循環など、JT跡地の開発も考慮に入

れて、調査、検討に値するのではないかと思う。市役

所、市立病院、将来的にはJT跡地などを複数のルート

Ｂ 協 働 プ ロ ジ ェ ク ト

「７ 未来を創る都

市デザイン」の主な

アクション「地域交

通のリ・デザイン」

に お け る 取 組 内 容

は、行政案 67ページ

の「詳細施策  2504 

公共交通ネットワー

クの構築」に記載し

た主な取組です。そ

の内、「ＡＩオンデ
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の結節点とすればターミナルである小田原駅と、この

結節点で別のルート、方面への乗り換えが可能とな

る。主なアクションに地域内移動手段としてのミニバ

スの検討を加えることを要望する。平塚市のシャトル

バスなど参考となる事例は多いと考える。 

マンド交通」は、ご

意見のあった小型車

両による循環型の移

動支援策であり、実

施する地域も含め導

入に向けた検討を進

め て い る と こ ろ で

す。 

17 「協働プロジェクト」に分野ごとに整理した30の施策

体系では捉えきれない分野横断的な課題について市

民、団体、企業と協働する取組体制を挙げられている

が、地域医療、防災・減災、都市基盤を横断する課題

で、主として行政のみが対処できる課題は「協働プロ

ジェクト」には該当しないことを確認したい。 

Ｄ 行政が中心に対応す

べき事項は、協働プ

ロジェクトには位置

づけないものとして

整理しております。 

18 「まちづくりの目標の達成に向けて分野ごとに整理し

た30の施策体系では捉えきれない分野横断的な課題に

対して、行政や市民、地域団体、企業など多様な主体

が、それぞれの立場や強みを生かしながら共に取り組

むアクションを「協働プロジェクト」として位置付け

ます」とあるが、「30の施策体系では捉えきれない分

野横断的な課題」と「行政や市民、地域団体、企業な

ど多様な主体が共に取り組むアクション」を結びつけ

る理由、その必然性が明らかでない。以下の4類型の

うち4のみを協働プロジェクトとして、 2と3はそれぞ

れ協働プロジェクトでない理由を確認したい。 

1 行政の取り組む単独分野の課題、2 行政内で取り

組む分野横断的な課題、3 行政と市民などが協働し

て取り組む単独分野の課題、4 行政と市民などが協

働して取り組む分野横断的な課題 

Ｄ 分野横断的な課題に

対しては、行政だけ

でなく市民、地域団

体、企業など多様な

主体がそれぞれの立

場や強みを生かすこ

とで、複雑かつ広範

な課題解決に近づけ

ると考えており、本

市ではこうした考え

に基づき取り組むア

クションを「協働プ

ロジェクト」として

整理しております。

よって、行政内部で

の連携を前提とした

取組や課題が単独分
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野で完結することが

想定される取組は、

協働プロジェクトと

して位置付けており

ません。協働プロジ

ェクトの意義や進め

方等について、分か

りやすく市民の皆様

にお伝えできるよう

検 討 し て ま い り ま

す。 

19 協働プロジェクトは具体的に実施される形が見えな

い。 

多くの項目が網羅されているが、優先順位がつけられ

ていないので、全項目がやりきれるとは思えない。 

対応策案 

協働プロジェクトについては、組織に横串を通す会議

を日常的に設定し、そのメンバーの他の業務負荷を低

減し、柔軟に助けるようにする。 

Ｃ ご意見を踏まえ、今

後の施策展開の参考

とさせていただきま

す。 

20 横串でプロジェクトを設定しているが、具体的に実施

するためには、メンバーを決め日常的に会議を行い推

進する必要がある。そのためにはメンバーの他の業務

を減らして、もしくは他の人に分担をして回す必要が

ある。人、物、金は限られており、必然的に優先順位

を設定しなければならない。 

Ｃ ご意見を踏まえ、今

後の施策展開の参考

とさせていただきま

す。 
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（６）その他の意見 

№ 意見の内容（要旨） 
区

分 

市の考え方 

（政策案との差異を

含む。） 

１ 「令和６年度にパブリックコメント実施後に内容を確

定しているため、基本構想は今回のパブリックコメン

トの対象外です」というのは一見正当であるようでい

て実は、無意味、あるいは害をなす制約と考える。20

年という超長期であるからこそ、基本構想の意義も随

時問われるべきであり、取消し(キャンセル)しないま

でも柔軟に修正(アメンド)は検討すべきと考える。そ

してその機会を、パブリックコメントを拒絶すること

により、20 年間も放棄する宣言をすべきではない。

基本構想は不磨の大典ではないと考える。 

Ｄ 基本構想は長期的な

方向性を定める重要

な指針であり、慎重

な検討のもと市議会

の議決を経て令和 6

年 度 に 策 定 し た た

め、今回のパブリッ

クコメントの対象外

とさせていただいて

おります。ご指摘の

とおり、社会情勢の

変化には柔軟に対応

すべきものと考えて

おり、必要に応じて

基本構想や実行計画

の変更を検討してま

いります。 

２ 総合計画審議会委員については、地域の実情を知って

いる団体を複数入れる。外部からの有識者を減らす。

今回の計画だと実現可能性より、机上の議論の内容に

なっている。そのため、各施策にある「主な取組」

「成果目標」が目指すところと乖離したものになって

いる。 

Ｂ 総合計画審議会につ

いては、地域の実情

を把握した各種団体

や個人に加え、異な

る専門分野の有識者

にご参画いただいて

おります。様々なご

意見や総合計画審議

会の答申を踏まえ、

より実行性のある計
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画となるよう整理し

てまいります。 

３ 行政案概要版 P7 市民意見反映の機会など、今後の

スケジュール 

「４ 市民等との対応の場」について、実施時期が決

定したらＨＰで掲載してほしい。 

Ｄ 「市民等との対話の

場」については、各

所管における附属機

関や定例的に実施さ

れている団体との連

絡会など、既存の会

議体において実施し

ており、市主催のも

のについては、市ホ

ームページ内の「審

議会等の開催のお知

らせ」にてご覧いた

だけます。なお、広

く市民を対象とした

説明会については 10

月に実施しておりま

す。 

４ 実行計画による施策がより市民が身近に感じられるよ

うに、「広報おだわら」とは別に実行計画の進捗だけ

に特化した広報を３か月に１回程度行うことを提案し

ます。広報は紙以外にも目に触れやすい場所での映像

も有効。 

市民の認知度等を KPI にしてこれも実行計画の一つと

してとして取り入れることを提案します。 

Ｃ 広報活動の充実につ

いては、紙媒体に限

らず、映像やデジタ

ルツールの活用も検

討し、より多くの市

民の目に触れやすい

形での情報発信に努

めてまいります。ご

意見を踏まえ、今後

の施策展開の参考と

さ せ て い た だ き ま

す。 
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５ 今の利便性追求や箱物施設建設ではなく、次世代が幸

せに快適に暮らしていける為の政策を望みます。 

昭和的な開発にとらわれている自治体が多い中で、小

田原市のめざす取り組みを誇りに思います。 

Ｄ 市民一人ひとりのい

のちを大切にし、に

ぎわいと活力があふ

れ、幸せを感じなが

ら安心して暮らし続

けることができる持

続可能なまちの実現

を目指してまいりま

す。 

４ 提出意見と関係なく変更した点 

 提出された意見のほか、市議会の意見や総合計画審議会からの答申を受け、全体を

修正いたしました。 


